
唐
長
安
城
の
官
入
居
住
地

妹

尾

達

彦

は

じ

め

に

一
官
入
居
住
地
の
獲
遷

二
『
長
安
士
山
』
と
イ
ス
ラ
ム
一
商
人
の
記
録

三
街
東
官
入
居
住
地
の
生
活
潔
境

お

わ

り

に

- 35ー

t主

じ

め

惰
唐
長
安
・
洛
陽
城
の
研
究
は
、
惰
唐
長
安
・
洛
陽
城
祉
や
南
京
近
郊
の
唐
墓
の
考
古
事
調
査
の
飛
躍
的
進
展
と
と
も
に
、
従
来
一
部
の
研

究
者
の
み
利
用
可
能
で
あ
っ
た
未
公
刊
の
墓
誌
や
、
こ
こ
牟
世
紀
聞
に
新
た
に
出
土
し
た
墓
誌
の
拓
本
篤
員
や
録
文
が
近
年
大
量
に
公
刊
さ
れ

て
、
研
究
の
新
段
階
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
墓
誌
に
よ
っ
て
、
南
京
の
都
市
プ
ラ
ン
の
貫
像
が
よ
り
明
確
に
な
る
と
同
時
に
、

流
内
官
の
官
人
多
敷
を
始

め
と
す
る
、
親
王
・
公
主
・
宮
女
・
宣
官
・
膏
吏
・
僧
侶
・
道
土
・
醤
師
・
童
家
・
俳
優
・
歌
妓
・
一
商
人
・
西
域

〈

1
)

人
・
庶
民
等
の
様
々
な
階
層
・
身
分
の
南
京
住
民
の
生
活
を
、
具
睦
的
に
知
る
た
め
の
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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た?
。。筆

し者
カミ tま
し、

一
五
年
前
に
唐
長
安
城
の
都
市
構
造
の
饗
遜
を
初
め
て
論
じ
た
際
、
官
人
の
域
内
居
住
地
の
襲
遜
の
固
化
を
初
歩
的
な
が
ら
試
み

そ
の
後
の
新
公
刊
の
墓
誌
等
に
よ
っ
て
全
面
的
な
培
訂
の
必
要
が
生
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
こ
数
年
、
従
来
の
研
究
と
新
公
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刊
史
料
と
に
基
づ
き
、
南
京
居
住
者
の
職
業
(
官
人
の
場
合
は
官
職
・
官
口
問

γ
身
分
・
本
籍
、
婚
姻
関
係
、
居
住
時
期
、
居
住
地
、
居
宅
の
所
有

方
法
、
轄
居
朕
況
、
親
族
・
友
人
の
居
住
地
、
別
荘
・
家
廟
・
墓
地
の
位
置
、
雨
京
に
居
宅
を
持
つ
者
の
南
京
居
宅
の
関
係
等
を
整
理
し
、
居

住
者
の
時
代
的
嬰
遜
の
固
化
作
業
を
準
め
て
い
る
。

作
業
は
現
在
も
進
行
中
で
は
あ
る
が
、

て
、
以
下
、
中
間
報
告
を
試
み
た
い
。
域
内
の
各
階
層
の
居
住
動
向
の
中
で
、
官
人
の
居
住
地
の
嬰
濯
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
官
人
の
史
料

が
大
半
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
ま
た
、
中
央
政
界
の
統
治
階
層
で
あ
る
官
人
の
居
住
動
向
が
、
南
京
の
政
治
・
経
済
・
祉
曾
文
化
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
域
内
の
都
市
構
造
の
襲
化
と
密
接
に
闘
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
九
八
五
年
一
一
月
の
東
洋
史
研
究
舎
大
舎
の
席
上
で
護
表
し
、
以
後
、
八
六
年
七
月
の
唐
代
史
研
究
曾
夏
期
シ

一
臆
の
ま
と
め
の
段
階
に
達
し
た
の
で
、

陪
唐
長
安
城
の
官
入
居
住
地
の
鑓
遁
の
問
題
に
限
定
し

な
お
、
本
稿
の
骨
子
は
、

ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

八
七
年
七
月
の
西
安
歴
史
地
理
事
術
討
論
舎
、
九

O
年
一

O
月
の
上
海
園
際
歴
史
地
理
事
術
討
論
舎
の
報
告
で
、
補
訂
を
繰
り

そ
の
都
度
、
各
先
生
よ
り
種
々
の
数
示
を
興
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
積
々
と
公
刊
さ
れ
る
墓
誌
の
整
理
に
時
聞
を
要
し
て
、

- 36ー

返
し
、

報
告
原
稿
を
増
訂
す
る
作
業
が
大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
も
、
新
出
墓
誌
の
公
刊
が
績
く
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
の
考
察
結
果
と
大
き
く

食
い
違
う
結
果
に
は
な
ら
な
い
と
ほ
ぼ
推
定
で
き
る
よ
う
に
な
?
た
の
で
、

(

3

)

 

乞
い
、
賂
来
の
改
訂
を
期
し
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
る
。

と
り
あ
え
ず
、
現
段
階
で
の
考
察
を
こ
こ
に
公
表
し
て
御
叱
正
を

官
人
居
住
地
の
襲
遜

近
年
公
刊
の
主
要
な
惰
唐
墓
誌
資
料
集
を
整
理
す
る
と
、

刊
行
さ
れ
た
惰
唐
墓
誌
の
総
数
は
、

表
ー
の
よ
う
に
一
高
八
千
貼
弱
に
達
す
る

(
若
干
の
墓
碑
も
含
む
)
。

R
-
J
-

、

+Jふ
j

新
公
刊
墓
誌
集
の
系
統
的
整
理
を
進
め
て
お
ら
れ
る
吉
岡
員
氏
の
整
理
に
よ
る
と
、

各
資
料
集
で
の
重
複
分

そ
の
内
、
既
知
の
唐
人
文
集
に
牧
録
の
唐
墓
誌
草
稿
と
の
重
複
分
数
百
貼
と
、
歴
代
石

刻
史
料
刊
本
等
に
移
録
済
み
の
唐
墓
誌
録
文
一

O
O
O徐
貼
を
除
く
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
唐
墓
誌
で
新
た
に
公
刊
さ
れ
た
墓
誌
数
は

を
除
く
唐
墓
誌
の
賀
穂
数
は
五
四

O
O貼
徐
で
あ
り
、



(
4〉

約
四

O
O
O貼
程
に
上
る
。

こ
れ
ら
の
墓
誌
に
は
唐
南
京
居
住
者
の
墓
誌
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
、
従
来
の
唐
南
京
研
究
の
根
本
史
料
で
あ
っ
た
、
宋
・
宋
敏
求

『
長
安
志
』
二

O
巻
、
同
『
河
南
志
』
二

O
巻
(
散
逸
し
た
が
、
清
・
徐
松
に
よ
り
『
永
楽
大
典
』
か
ら
元
代
編
集
の
『
河
南
士
山
』
の
記
事
が
紗
出
さ
れ
、

後
に
『
元
河
南
士
山
』
四
巻
と
し
て
刊
行
)
、

お
よ
び
、
こ
の
二
書
の
南
京
部
分
を
培
訂
し
た
清
・
徐
松
『
唐
南
京
城
坊
考
』

五
巻
を
、

さ
ら
に
全
面

的
に
増
補
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

『
唐
南
京
城
坊
考
』

(
5〉

賀
梓
城
、

(
6〉

(
7〉

(
8〉

(
9〉
(

叩

〉

〈

日

)

中
島
比
、
陳
久
恒
、
越
超
、
李
健
超
、
張
枕
石
、
辛
徳
勇
、
閤
文
儒

こ
こ
十
数
年
来
、

(

ロ

〉

閤
寓
鈎
、
楊
希
義
、
陳
忠
凱
等
氏
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
以
上
の
諸
研
究
で
は
、
刊
行
時
期
の
関
係
で
、
表
1
の
墓
誌
す
べ
て

の
増
補
作
業
は
、

表

-

近
刊
主
要
惰
唐
墓
誌
資
料
集
一
覧
〈
七
四
頁
の
注
と
補
記
も
参
照
)
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四 一 番
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李
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文物管理省河南洛省物研文
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石 新O 代 唐 片宋
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での誌
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書斉魯 言実 文 版祉香港
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文中
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九 九 九 九
八 八 八 八 版
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四 四 一ノ、
年

貼唐 加一 11唐 唐陪 唐
陪

を九 ま八一 一 唐
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誌)附 ~ x 九
黒数占録 一一

一 八 八

唐O蘇
たも成し石刻全『畳i管

②のたしも誌(特誌唐に末以後洛陽町3南省新麟河安

フ 1※主本墓墓年州 フ
誌代出

③の編年化て料史集、唐』文等所議のに

ン は誌
④初身 ス 七の

頭の 遠
頁四特徴の李

東皐j各根 し新の唐 )山出 上
陽源 、出線集誌 を地身 F完

段参でが 注墓 本拓 牧集匿の 所戴枚、 稗誌、 出張

集し九
をを種を -土銑

① 拓本加大集々核 整のが
た三 えのに 理墓清

- 37ー
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編輯委代誌墓
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み誌 五編蕨

下き'"士仏、 ) 同第』第
も，

全盛 新中
上 輯霊士 三編 唐園

i可 一九 。』 』歴

文 文 上 版枇園中 天 中
物

秦出 物
海古

籍津古
外|

出 出 f生 籍古版 版 版
籍出 舎

駐 赴 危t 科 出 出
版 理主 版 版
赴 出 I止 社

一 一
九 九 九 九 九 九九 九
九 九 九 九 九 九九 八
四 九

唐陪 六唐 唐陪 唐 唐陪 唐陪 唐陪
八四 、八 ~ 

四三ノ、-
四 墓九 八0 ，、 四四 九四 一四

碑( 。 。 占

六五 六七，、
四墓 七 四 九

一誌
)四

墓か解 誌昭 形陪 録誌紹北京 唐解 を年各
唐墓北京

誌ら放

碑ヱ墓主』-こ葬陵陪れにき

で唐 。を良

墓誌を後放前
主の地

の出後 公墓 周活氏圃 に開域
誌の書園

う土に 刊誌 到字私書館等
牧にご

ちし河 グ〉 なに議 中の 録出と ほ舘

固た南 優 人改の 心i各 土に 』ま戸斤

六膏省 ロZロ2 名め拓の に陽 の- 全議

01の 枚た を 索編本所 ~失出 惰九 貼を解
動を中北 告示~呂 選 引年を戴 録土 唐四

牧放前
事部 ぴ を化も拓 。コ 五九

牧民と 人 拓 附しと本
雪墓砂士"、

代 l ⑤録土出
録圏中 (j) 本 すでにや 墓九

の部 墓 の 牧唐周 を 誌ー σ3 

を
利
用
し
得
た
課
で
は
無
い
。
そ
こ
で
、
以
上
の
近
年
の
研
究
成
果
を
参
照
し
て
、
表
1
の
墓
誌
に
主
援
し
、
最
近
の
各
種
の
事
術
誌
に
公
刊

さ
れ
た
墓
誌
若
干
撒
も
加
え
て
、
こ
こ
に
改
め
て
整
理
す
る
と
、
現
在
、
晴
唐
雨
京
の
各
坊
に
居
住
地
の
判
明
す
る
官
人
の
数
は
、
表
2
の
よ

う
に
な
る
。
特
に
、

唐
洛
陽
城
の
研
究
に
際
し
て
は
、
近
刊
の
墓
誌
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
剣
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
現
存
の
史
料
に
よ
っ
て
判
明
す
る
、
惰
唐
長
安
城
の
官
入
居
住
地
の
慶
遜
を
、
長
安
城
の
歴
史
に
沿
っ
て
六
期
に
区
分
し

(

日

)

て
固
化
し
た
も
の
が
、
圃
1

J園
6
で
あ
る。

各
時
期
の
闘
を
通
覧
す
る
と
、

官
入
居
住
地
の
出演
遜
が
、
大
明
宮
建
設

・
輿
慶
宮
建
設
と
密
接

- 38ー
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居住坊の記載された階唐爾京官人数

〉 41長安 i各陽

. 
陪 唐 惰 唐

二/(『委長県安寧志九』年(107帥) 50 : 471 

(r元清j可の墜南輯6志本年』。(10原83書)序は文宋) / 36 : 198 

36 : (r 芦TjI奮道雨光京2城矧坊考18胤8剖削』4 
50 : 710 237 

本稿 61 : 1177 43 1022 

表2

[凡例]

(1) 本表は流内官に限定しており，膏吏や借侶・道土・ 商人 ・庶民等の非官人は上

記史料に枚録されていても除外した。ただし，官人以外にも，居住地の剣明する

官人の夫人や母，科翠受験生は官人数の中に入れた。居住が明記された官人はす

べて数えており，同一佳宅に居住する複数の人物もそれぞれ 1名として数えてい

る。公主と鮒馬都尉は，同居が明記されていふ場合のみ2名と数えた。

(2) 史料には，正史・詩文 ・碑石等の他に，筆記・小説類も含む。

(3) 詳細は，妹尾達彦「唐南京官入居住表J (公刊預定〉を参照。

に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
第
一

街
西
(
朱
雀
街

期
の

や寝
マ の
多(官
く与る

唐在
代地
F は
A 、

り

第

期
の

西
)

唐
初

公
ハ
一
八
J
六
一
〉

に
は
街
東
に
居
住
者
が

増
え
、
第
三
期
の
大
明
宮
建
設
後
〈
六
六
ニ
l
七

二
〉
、
及
び
、
第
四
期
の
興
慶
宮
建
設
後
〈
七

一二
J
六
三
〉
に
な
る
と
、
官
入
居
住
地
は
、
街

西
よ
り
街
東
(
朱
雀
街
東
)

の
中
北
部
へ
と
明

ら
か
に
移
り
始
め
、
大
明
宮
が
政
治
の
表
舞
蓋

- 39ー

と
な
る
第
五
期
・
第
六
期
の
安
史
の
凱
後
で

は
、
東
市
を
一
板
と
す
る
街
東
中
北
部
へ
の
官
人

(
日
)

居
住
の
集
中
が
定
着
す
る
。

園
4
J
園
6
の
C
列

・
D
列
の
南
方
の
諸
坊

に
官
人
宅
が
目
に
つ
く
理
由
の
一
つ
は

こ
の

二
列
の
諸
坊
を
そ
れ
ぞ
れ

二
つ
の
水
渠
(
永
安

渠
と
清
明
渠
)
が
南
北
に
走
り
抜
け
て
お
り
、
こ

の
水
渠
か
ら
水
を
引
く
庭
園
を
も
っ
別
荘
の
建

築
が
、
開
元
・
天
賓
年
開
以
後
に
、
街
東
居
住

(

日

)

の
官
人
達
に
流
行
し
だ
す
こ
と
に
よ
る
。
園
7
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長
安
城
擁
滅
|
l
j
e
o

第 6期

827-904 

圃6

文

宗

即

位
1
1
1
1
1
1
1

圃1-圃6

第 5期

764-827 

圃5

安

史

の

飢

-

o

唐長安城官入居住地の第遷園

第4期

712-763 

園4

興
廃
宮
建
設
l
-1
0

立

圃2

583-617， 618-661: 662-711 

第 3期

国3

大
明
宮
建
設
1
1
0
。

唐

成

大 陪
輿
城 統
建
築-

1J1期 第 2期

圃1

[凡例l

(1) 本闘は，妹尾達彦「唐雨京官入居住表」

居住地の型軽遷を固化したものである。

(2) 徐松『唐爾京城坊考』を始めとする従来の研究では，官人の夫人の墓誌に記

された居住坊を，そのまま官人の居住地と比定している。官人の夫人の居住地

の多くが，夫である官人の居住地を意味していることは確かであるが，官人で

ある夫の死後，夫人が縛居する例も少なくなく，機械的に夫人居住坊をすべて

官人の夫の居住地と見なすことはできない。そこで，本因では，官人との同居

が確定できない官人の夫人の居住地11，官人の居住地とは区別して固化した。

なお，少数ではあるが，官人の縫室や，母，娘の居住地も夫人居住地と同じ記

貌で示している。

(3) 本圃の居住地は，長安に私宅ないし借宅を持つ居住者を意味しており，悠館

に泊まる短期の上京者や寺翻を閲借りして居住する者は除外している。

(4) 同一人物が異なる坊に居住している場合も，すべての居住地を図示する。

(5) 同居の場合，同宗の場合はー名のみを図示する。公主と鮒馬都尉の居宅につ

いては，雨者の同居が明記されている場合のみ，同居と図示している。

(6) 邸宅所有者の第化の場合，同宗の場合は図示せず(例えば父から息子への相

績)，異姓の場合のみ図示するが. 同宗でも上記の各時期に股がる場合は， 雨

時期にそれぞれ図示する。

(7) 小説史料に寅在の高官の居住地が記されている場合，朕況に感じて事寅と剣

断し園示した例がある。

(公刊後定)に基づいて，流内官の

- 40-
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第 1 期 (583~617) 大輿城建築から惰末まで園1
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1

1
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ヲ

'

a

E

内ヨ

H o E F G 
012km  

B 

記競の説明

・官人(流内9品)
@官人の夫人

ゐ親王

O公主・豚主・女官

・宣宮
島宣官の夫人

ー貢奉(科暴)受験生

t・同居
・-・邸宅所有者の繁化

長?雨時期居住

A 

注〉園 1~圃 7 の域内の水渠は. 8世紀末の吠況を示

している。

- 41ー
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圃2 第 2 期 (618~661) 唐朝創業から大明宮建築ま で
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圃3 第 3 期 (662~711) 大明宮建築から輿慶宮建築まで

ム
γ

13 

H o E F G 

012km  

- 43ー

A B 

記競の説明

・宮人(流内9品)
骨官人の夫人

ゐ!親王

。公主.~主・女官

・宣官
Dl主官の夫人

。貫暴(科書量)受験生

t・同居

・-・邸宅所有者の嬰化
工・雨時期居住
ーー
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圃4 第4 期 (712~763) 奥底宮建築から安史の簡L終熔まで
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園5 第 5期 (764-827)安史の掲L後から敬宗治世まで
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A B E F G H 

0 12 km  

J 
記携の苦言明

・官人(流内9品)
@官人の夫人
企親王

0公主.~主・女官

・宣官
b宣官の夫人
唖貢若島(科書島)受験生

伺同居・4 邸宅所有者の繁化
z・雨時期居住--
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圃6 第 6期 (827-904)文宗即位から長安城簸滅まで
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圃7 小説中の官入居佳地一「太卒康記』に擦るー

46丁

A B 

記競の設明
・宮人(流内9品)
@宮人の夫人
ふ親王
o公主・豚主・女官

・宣官
B宣官の夫人

ー貢暴(科是正)受験生

~・向居
・-・邸宅所有者の型軽化
工・爾時期居住
ーー

D E F G H 
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J 

- 47ー
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『
太
卒
既
記
』
に
主
援
し
、

唐
代
小
説
に
見
え
る
官
入
居
住
地
を
闘
化
し
て
い

る
。
本
闘
の
典
擦
で
あ
る
小
説
の
殆
ど
は
、
安
史
の
飢
後

に
作
成
・
編
集
さ
れ
て
お
り
、
大
半
が
安
史
の
乱
後
の
唐
後
期
の
朕
況
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
闘
は
、
唐
後
期
に
街
東
中
部

(
げ
)

に
官
入
居
住
地
が
披
が
る
園
5
・
園
6
の
朕
況
を
裏
づ
け
て
い
る
。
小
説
史
料
に
基
づ
く
圏
7
は
、
嘗
時
の
人
々
が
心
の
中
に
描
い
て
い
た
官

は入
居
住
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
侍
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

官
人
の
官
品
・
職
種
・
種
族
に
注
目
す
る
と
、
安
史
の
飽
(
七
五
五
J
六
三
)
以
後
、
域
内
居
住
民
の
階
層
・
身
分
別
の
棲
み
分
け
が
顕
著
に

な
っ
て
く
る
こ
と
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
親
王
や
宣
官
、
禁
軍
の
将
軍
枯
一寸
の
高
官
の
多
く
は
、
大
明
宮

・
太
極
宮

・
輿
慶
宮
に
固
ま
れ
た
街

東
北
部
の
諸
坊
に
集
住
し
、

街
束
中
南
部
の
東
市

(
I
5
・
1
6
)

の
南
方
、
楽
遊
原

(
I
9
)

の
北
麓
斜
面
沿
い
の
諸
坊
に
は
、

科
皐
進
士
科

合
格
の
官
人
が
多
く
居
住
し
て
新
興
の
住
宅
街
が
護
達
し
て
ゆ
き
、
九
世
紀
前
半
の
中
唐
に
は
、
こ
の
街
束
中
部
も
高
官
の
邸
宅
の
櫛
比
す
る

高
級
邸
宅
街
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

一
般
の
小
官
吏
は
、
街
東
南
部
や
街
西
の
宮
城
か
ら
離
れ
た
諸
坊
に
多
く
居
住
し
て
お

(
凶
〉

り
、
非
漢
人
の
官
吏
や
一
商
人
の
多
く
は
、
街
西
西
市
周
迭
の
諸
坊
に
住
ん
で
い
る
。
宣
官
も
街
西
北
部
の
宮
城
側
の
諸
坊
に
多
い
。

宮
城
に
近
い
街
東
北
部
は
、

特
に
、
大
明
宮
建
築
(
六
六
二
年
)
に
次
い
で
興
慶
宮
が
建
築
(
七
一
一
一
年
)
さ
れ
る
と
、

貴
族
的
環
境
を
有
す

- 48一

る
域
内
の
一
等
地
に
な
っ
て
ゆ
く
。

玄
宗
即
位
(
七
一
二
年
)

の
先
天
年
間
(
七
一
一
一

1
二
二
)
以
後
に
は
、

興
慶
宮
建
築
に
合
わ
せ
て
大
明
宮

前
の
、
氷
一
帽
坊

(J
1
)
全
坊
が
、
親
王
専
用
と
な
っ
て
玄
宗
諸
王
の
居
住
地
に
な
り
禁
苑
内
に
接
績
し
(
『
長
安
士
山
』
径
九
、
十
六
宅
)
、
そ
の
南
の

(

ω

)

 

輿
寧
坊

(
J
2
)

の
一
部
に
も
諸
王
の
邸
宅
が
贋
が
っ
て
ゆ
く
。
興
慶
宮
の
建
築
に
よ
っ
て
、
輿
慶
宮
の
前
身
の
興
慶
坊

(J
と

か

ら
移
轄
し

た
玄
宗
の
兄
弟
四
人
(
寧
玉

・
申
王
・
岐
玉
・
醇
王
〉

の
邸
宅
は

興
慶
宮
を
囲
む
形
で
興
慶
宮
西
側
の
安
輿
坊

(
I
3
)

と
勝
業
坊

(
I
4
)

に

軒
を
連
ね
て
い
た
。
興
寧
坊

(
J
2
)

の
北
の
永
嘉
坊

(
J
3
〉
は
、
開
元
年
聞
に
は
、
唐
初
の
武
徳

・
貞
槻
年
開

(
六
一
八
J
四
九
)
以
来
の
公

(

初

〉

卿
・

親
王
・
公
主
が
集
住
す
る
由
緒
あ
る
坊
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
大
関
宮
前
の
光
宅
坊
(
H
1
西
)
に
邸
宅
を
賜
わ
る
こ
と
は
、
特
別
に
柴
器

な
こ
と
で
あ
っ
た
(
李
授
「
謝
賜
光
宅
坊
宅
表
」

『
全
唐
文
』
径
三
七
て

『
文
苑
英
牽
』
径
五
八
九〉。

ま
た
、
大
明
宮
前
の
諸
坊
に
は

皇
室
の
婚
姻
儀
躍
の
行
わ
れ
る
瞳
曾
院
富
市
仁
坊
H
4
、
関
元
一
九
年
に
設
置
し
安
史
の
飢
後
に
長
輿
坊
G
7
に



『
唐
南
京
城
坊
考
』
巻
三
、
崇
仁
坊
参
照
)
や
、
天
賓
元
年
ハ
七
四
二
〉
に
建
設
の
老
子
を
租
る
太
清
宮
(
大
寧
坊

園
都
の
街
東
の
警
備
を
携
う
左
金
五
ロ
衛
(
永
輿
坊
H
3
)
、
宮
廷
一
音
楽
の
数
習
に
嘗
た
る
右
数
坊
(
光
宅
坊
H
1
〉
・
左
敬
坊
(
延
政
坊
I

1
〉
、
皇
室
と
密
接
な
開
連
を
有
す
る
大
寺
院
(
大
安
園
寺
I
1
・
光
宅
寺
H
1
西
・
輿
唐
寺
I
2
)
等
が
置
か
れ
て
い
た
。
な
お
、
安
史
の
凱
(
七
五

移
縛
。

『
長
安
士
山
』
巻
八
、
出
bm
仁
坊
、

-
2
)
、

(
H
6
〉
に
燕
朝
の
京
兆
府
を
設
置
し
て
い
る

安
旅
山
は
、
唐
朝
に
替
わ
っ
て
燕
朝
の
建
園
を
宜
言
し
(
七
五
六
年
正
月
)
、
街
東
の
宜
陽
坊

ハ
『
酉
陽
雑
組
』
綴
集
巻
六
に
引
く
『
寺
塔
記
』
下
、

五
l
-ハ
一
二
)
に
よ
っ
て
長
安
城
が
陥
落
し
た
際
に
、

『
唐
南
京
城
坊
考
』
袋
三
、
宣
陽
坊
。
唐
朝
の
京
兆
府

は
街
西
光
徳
坊
C
6
に
存
在
〉
。
こ
の
こ
と
は
、

八
世
紀
牟
ば
の
長
安
城
内
に
お
い
て
、
行
政
の
比
重
が
、
大
明
宮
に
近
接
す
る
街
東
中
北
部
に
、

移
動
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

産
〉
は
、
宣
官
が
大
字
を
所
有
し
て
い
る
」

さ
れ
る
者
と
い
え
ば
、
み
な
直
官
で
あ
る
」

「
長
安
域
内
の
大
邸
宅
や
畿
内
の
上
回
・
果
園
・
池
沼
(
等
の
不
動

(
『
奮
唐
書
』
巻
一
八
四
、
高
力
土
、

天
賓
年
聞
に
箆
官
の
邸
宅
が
域
内
の
一
等
地
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、

『
新
唐
書
』
各
二

O
七
、
宣
官
上
)
と
か

「
邸
宅
や
名
園
が
賜
輿

徐
松
は
、
『
唐
雨

(
『
沓
唐
書
』
径
一
八
四
、
宣
官
総
序
〉
等
と
稽
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
剣
る
が
、

京
城
坊
考
』
巻
三
、
来
庭
坊
に
お
い
て
、
大
明
宮
に
近
接
す
る
朝
善
坊

(
H
1
〉
と
来
庭
坊

(
H
2
東
)
に
置
官
の
居
住
が
多
く
見
え
る
貼
を
指

摘
し
て
い
る
。
改
め
て
、
現
時
黙
に
お
い
て
居
住
地
の
剣
明
す
る
宣
官
の
邸
宅
の
分
布
を
見
る
と
(
園

4
1圃
6
お
よ
び
園
8
参
照
〉
、
徐
松
の
述

べ
る
上
記
二
坊
以
外
の
大
明
宮
前
の
諸
坊
に
も
多
く
見
え
、
大
明
宮
前
の
地
匡
が
、
宣
官
の
大
邸
宅
の
連
な
る
域
内
随
一
の
高
級
邸
宅
街
で
あ

(
公
〉

っ
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

表
3
の
よ
う
に
、
新
公
刊
の
墓
誌
に
よ
っ
て
、
初
め
て
宣
官
の
居
住
地
に
閲
す
る
ま
と
ま
司
た
史
料
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
時
貼

で
域
内
の
居
住
地
の
剣
明
す
る
宣
官
の
流
内
官
の
放
は
、
僅
か
六
六
名
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
表
か
ら
、

ω宣
官
の
居
住
地
、

ω居
住
時
の
官

職
・
官
口
問
、

ω居
住
時
期
、

ω埋
葬
地
等
の
傾
向
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
以
下
順
に
述
べ
て
み
よ
う
。

ω宣
官
の
居
住
地
。
園
8
の
よ
う
に
、
宣
官
の
夫
人
の
居
住
地
を
夫
の
居
住
地
と
同
じ
と
見
な
す
と
、
大
明
宮
前
の
諸
坊

(
H
I
J列
の
1

1

297 

四
七
名
、
が
集
住
し
て
い
る
。

一
方
、
大
明
宮
前
の
諸
坊
に
次
ぐ
宜
官
集
住
地
が
、
太
極
宮
西
の
諸
坊

(
B
・
C
列
の
1
1
3
)
で
あ
り
、

4
〉
に
、

- 49一
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表
3

唐
代
長
安
城
内
の
官
官
流
内
官
居
住
地
(
園
8
も
参
照
〉

街
東
※
印
は
徐
松
『
唐
雨
京
城
坊
考
』
に
既
に
牧
録
の
{
臣
官

七名庭来 名宅光
四吻

欄下
名馨

坊 坊 坊 の居
( ( 

言住H H H 
2 1 1 の坊

※東) 西 東
人

※ ※ ※ ※ 軍主

(劉 (孫 三こ高 T劉 宅高
(彰 三高 2楊七 七 ノ、 七 ，、 ，、

七宏 0志 六廷 八士 八克 六献 入力 五思
五規 四環 五従 四士 四島 生宣丁廉 | 市晶 ノ、d申'"、

年卒官
八 七 七

) 

八 八 七 七 )名
五 四 四ノ、

ー」 戸ヒ 七 。，、
) ) ) ) ) ) 

三左左 品内 士外員三右 九扱 下省被義 三左左 侍監右監 品左
品監市申 下侍 の品監 '" 、~:tìHヨヨ 品領紳 )蟻

居口口

)門策 )省 仮置)門 下宮局使 陸軍 )草策 (門 騎 {住
街軍 内 父同 .衛大 )判

令局監寧
街大将軍護軍

正三衛大 大 職事時
上護 戸吊uゐ 正内 手士宮 1守 巴の

将軍軍中 侍
員侍特 1専・ (使 品特 軍 官官
↓省軍 士内 従 -

軍(尉中
)箪

巴職
(尉 正 高内( (侍 七内 正
正 ・ 五 カ侍正 従省 品侍 正 ・ 内

西( 之(
里之高年

高
高年

泰 墓鹿高

年高
1草

西隅年7i， 年 陵 地里年 埋
年 原県系 県系 J孫 陪 内(懸
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巻
君 西墓 三巻 匪7品、i 正故 険君 E夫

九
墓

巻第誌銘
、 編夫 』夫

西墓
三院也士、

李農0 
』人 巻人

巻第銘誌
巻人

光
銘 ー-L- 陳戴 七越 七楊L-

行 場三
安 西氏 一氏 ー-L- 一氏
疋{ 

巻墓 こコ墓 こ二墓
坊

金
)陪

i方 第舌p土u 誌
:IlJj-ミ 誌

一唐 )陪

石室率 二五
ー銘 銘
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( 八五
編 ー司 E司副

‘・ 頁墓 )階 八 頁代 八

〈注

)ω
居
住
時
の
官
職
は
、
墓
誌
銘
の
場
合
は
死
亡
時
の
官
職
を
記
す
。
人
名
の
配
列
は
死
亡
年
度
順
に
よ
る
。

ω
埋
葬
地
の
欄
の
表
記
は
、
「
出
典
」
欄
の
原
文
通
り
。
(
)
内
は
筆
者
補
。

ω
『
考
律
』
と
は
賀
梓
城
氏
の
遺
稿
『
侠
西
出
土
唐
墓
誌
銘
考
穆
』
を
指
す
。

ω
梁
守
訴
の
名
は
、

『
長
安
士
山
』
『
唐
南
京
城
坊
考
」
で
は
、
と
も
に
来
庭
坊

(H
2
東
)
の
項
に
見
え
る
が
、
出
典
の
閤
文
儒
・
閤
世
間
鈎
『
一同

京
城
坊
考
補
』
(
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
二
年
)
の
記
述
に
基
づ
き
、
永
昌
坊
の
欄
に
記
す
。

川

W

魚
朝
恩
は
、
東
の
城
壁
の
一
番
北
に
あ
る
遁
化
門
の
外
に
荘
園
を
所
有
し
て
い
た
(
『
奮
唐
書
』
悠
一
八
四
、
魚
朝
恩
)
。
こ
の
荘
園
の
位
置
か

ら
推
し
て
、
お
そ
ら
く
街
東
北
部
に
も
邸
宅
が
存
在
し
た
と
推
測
で
き
る
。
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園8 唐代長安城内の宣官居住地(表3参照〉
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-雀官居住地

b宣官夫人居住地

注)C 3 (煩政坊〉のー名は，内侍省令史(流外二品〉の堵頴であるが(1"侠

西金石志」巻18，猪頴墓記)，流外官なので先の表 3~こは載せていない。
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惇
序
〉
。

こ
ち
ら
は

一
六
名
で
あ
る
。
南
京
の
宣
官
の
放
は
、
開
元
・
天
賓
年
間
に
合
計
四

O
O
O人
に
も
達
し
た
と
い
う
〈
『
奮
唐
書
』
巻
一
八
四
、
宣
官

外
郭
城
に
居
住
し
た
者
の
大
部
分
が
、

宣
官
の
内
、

こ
の
南
地
区
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

〈

幻

)

ま
さ
に
宜
官
集
住
地
区
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
地
匿
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

特
に
、
唐
後
期
の
大
明
宮
前
の

306 

諸
坊
は
、

な
お
、
太
極
宮
内
の
内
侍
省
は
、
捜
庭
宮
の
南
隅
、
太
極
宮
の
西
南
部
分
に
位
置
し
た
が
(
『
長
安
士
山
』
巻
六
、
宮
室
、
『
唐
雨
京
城
坊
考
』
巻
て

巻
首
に
所
牧
の
「
西
京
宮
城
園
」
)
、

大
明
宮
建
築
後
は
後
宮
の
移
轄
に
伴
い
延
英
肢
の
北
側
に
も
新
た
に
内
侍
省
が
設
置
さ
れ
、

内
侍
別
省
と
稿

『
唐
南
京
城
坊
考
』
巻
て
大
明
宮
〉
。
大
明
宮
に
皇
一
帝
一
が
常
住
し
政
治
の
中
一
核
に
な
る
に
及
ん
で
、

し
た
(
『
永
祭
大
典
』
所
枚
「
閤
本
大
明
宮
園
」
、

内
侍
省
の
重
要
事
は
大
明
宮
の
内
侍
別
省
で
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
太
極
宮
内
侍
省
の
地
位
は
相
劃
的
に
減
少
す
る
。
大
明
宮
前
の
諸
坊

(

お

)

に
宣
官
居
住
が
多
い
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。
た
だ
、
太
極
宮
内
侍
省
も
唐
末
に
至
る
ま
で
存
在
し
て
お
り
、
太
極
宮
西
側
の

宣
官
居
住
地
の
存
在
は
、
大
明
宮
が
皇
帝一
常
住
の
場
と
な
っ
た
唐
後
期
に
も
、
太
極
宮
の
披
庭
宮
と
内
侍
省
が
機
能
し
て
い
た
事
買
を
侍
え
て

く
れ
る
。

58ー

ω居
住
時
の
職
掌

・
職
事
官
官
品
。
職
掌
は
内
侍
省
の
官
職
に
禁
軍
の
軍
職
や
内
諸
司
使
を
兼
ね
て
い
る
。
使
職
の
登
場
に
よ
っ
て
唐
後
期

の
職
事
官
の
官
品
は
唐
前
期
の
様
な
一
意一
味
を
持
た
な
く
な
る
が
、
太
極
宮
西
側
に
居
住
し
た
宣
官
の
官
品
を
見
る
と
、
大
明
宮
南
側
の
諸
坊
の

宣
官
に
比
べ
る
と
概
し
て
低
く
(
官
口
問
の
剣
明
す
る

一
六
名
の
内
-
諜
は
、
三
品
二
名
、
四
品
三
名
、
六
口
問
一
名
、
七
口
四
六
名
、
八
品
二
名
、
九
品
二
名
で
、
そ

の
う
ち
五
品
以
上
の
高
官
は
三
一
%
〉
、
大
明
宮
南
側
に
宣
官
の
高
官
が
多
い
〈
官
品
の
剣
明
す
る
四
二
名
の
内
謬
は
、
三
口
間
二
名
、

四
ロ
間
四
名
、

五
品

八
名
、
七
口
問
七
名
、
八
品
五
名
、
九
品
七
名
で
、
五
品
以
上
の
高
官
は
五
五
%
〉
。
高
官
の
多
く
が
大
明
宮
前
に
居
住
し
た
と
思
わ
れ
る
。

ω居
住
時
期
。
開
元

・
天
賓
年
聞
か
ら
始
ま
り
、
大
半
が
安
史
の
範
以
後
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
直
官
が
権
力
を
掌
握
し
て
ゆ
く
時
期
と
合
致

(
M〉

し
て
い
る
。
安
史
の
能
以
後
、
大
明
宮
内
に
、

皇
一
帝
の
起
居
す
る
紫
震
肢
を
圏
ん
で
、
宣
官
の
掌
る
内
侍
省
や
内
諸
司
使
の
諸
官
聴
が
顕
大
し

そ
こ
に
勤
務
す
る
の
に
最
も
便
利
な
大
明
宮
前
の

一
等
地
に
、
宣
官
集
住
区
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

て
ゆ
き
、

判
埋
葬
地
。
街
東
の
場
合
は
、
域
内
の
居
住
地
か
ら
近
い
高
年
燃
の
渥
川
原

・
溺
原
の
地
域
が
大
牢
を
占
め
る
。
長
安
東
郊
の
直
官
の
厚
葬



(お〉

の
風
潮
は
、
墓
の
褒
掘
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
お
り
、
潅
水
や
漏
水
を
臨
む
城
東
の
蓋
地
(
溢
川
原
・
禰
原
〉
は
、
停
統
的
に
、

官
達
が
墓
地
を
造
成
す
る
第
一
等
の
墓
葬
地
で
あ
る

王
族
や
政
府
高

ハ
街
東
中
部
に
集
住
し
た
一
般
の
官
人
の
場
合
は
、
長
安
城
の
東
南
部
の
社
陵
原
や
紳
禾
原
・
御
宿

川
に
多
い
〉
。
街
西
の
場
合
は
、
長
安
蘇
龍
首
郷
と
承
卒
郷
に
多
い
。

こ
の
よ
う
に
、
墓
誌
資
料
集
の
公
刊
に
よ
っ
て
、
安
史
の
範
後
に
宜
官
の
多
く
が
大
明
宮
前
の
諸
坊
に
・
次
々
と
邸
宅
を
建
築
し
て
ゆ
く
朕
況

が
明
ら
か
に
な
り
、

直
官
勢
力
の
旗
大
過
程
を
邸
宅
の
分
布
か
ら
具
瞳
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
?
た
。

に
、
唐
後
期
の
長
安
の
祉
舎
賦
況
の
一
端
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

宣
官
の
居
住
動
向
の
中

『
長
安
志
』
と
イ
ス
ラ
ム
一
商
人
の
記
録

以
上
の
よ
う
に
、
新
公
刊
墓
誌
等
に
よ
っ
て
、
従
来
あ
い
ま
い
だ
っ
た
長
安
城
の
居
住
動
向
が
具
瞳
的
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
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三
O
O年
を
越
す
惰
唐
長
安
城
の
歴
史
を
通
じ
て
、
現
在
、
居
住
地
の
判
明
す
る
官
人
の
総
数
は
、
表
2
の
様
に
僅
か
一
二

O
O名
程
度
に
過

ぎ
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
嘗
時
の
長
安
の
枇
舎
を
描
寓
し
た
他
の
文
献
史
料
や
考
古
事
護
掘
の
遺
跡
に
よ
っ
て
、
以
上
の
官
人

居
住
の
傾
向
を
検
謹
し
て
行
く
作
業
が
必
要
と
な
る
。

ω盛
唐
の
八
世
紀
前
半
(
開
元
年
閲
〉
の
居
住
朕
況
を
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
長
安
志
』
の
記
述
、

び、

ω唐
末
の
九
世
紀
末
頃
の
長
安
の
都
市
構
造
を
述
べ
た
イ
ス
ラ
ム
商
人
の
記
録
の
二
種
の
文
献
史
料
に
限
っ
て
、
上
越
の
傾
向
を
検
誼
し

本
稿
で
は
、

紙
幅
の
関
係
で
、

お
よ

て
み
た
い
。

『
長
安
志
』
の
記
述

l
八
世
紀
前
半
の
居
住
動
向

『
長
安
志
』
巻
入
、

東
市
、

及
び
、

同
書
巻
一

O
、

西
市
の
割
注
(
経
訓
堂
叢
書
本
)
に

は
、
下
記
の
様
に
、
先
述
の
官
入
居
住
の
獲
選
結
果
と
、
関
連
す
る
記
述
が
あ
る
。
原
文
〔

〕
内
の
語
は
、

『
唐
南
京
城
坊
考
』
巻
三
、
東

市
(
連
錆
移
叢
書
本
)
に
よ
る
。
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市
内
貸
財
二
百
二
十
行
。

四
面
立
邸
、

〔

叉

〕

〔

居

以

四
方
珍
奇
、
皆
所
積
集
。
高
年
豚
戸
口
、
減
子
長
安
。
文
公
卿
以
下
見
止
、
多
在
朱
雀
街
東
、
第

宅
所
占
動
貴
。
由
是
一
商
買
所
淡
多
蹄
西
市
。

〈
中
略
)
自
此
之
外
、
繁
雑
梢
劣
子
西
市
失
。

{謹
】
市
内
の
貨
財
を
扱
う
同
業
者
の
一
商
庖
街
(
行
)
は
、
二
二

O
あ
る
。

者
〉
が
建
ち
並
び
、
全
園
の
貴
重
で
珍
し
い
物
口
聞
が
す
べ
て
集
積
し
て
い
る
。

市
内
の
四
面

(
の
壁
沿
い
〉
に
は
、

邸
庖
(
倉
庫
・
卸
賓
り
業

高
年
間
怖
の
戸
口
は
、
長
安
豚
の
戸
口
よ
り
も
少
な
い
。
ま

た
、
公
卿
以
下
の
居
住
は
、
多
く
は
朱
雀
街
の
街
東
に
あ
り
、
邸
宅
は
、
功
臣
・
費
臣
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
、
商

人
の
多
く
は
西
市
に
雲
集
す
る
。

(
中
略
〉
こ
れ
以
外
で
は
、
東
市
の
煩
雑
さ
は

西
市
よ
り
少
し
劣
る
。

(
『
長
安
士
山
』
各
八
、
東
市
)

市
内
庖
感
、
如
東
市
之
制
。
長
安
豚
所
領
四
寓
除
戸
、

比
高
年
震
多
、
浮
奇
流
寓
、

不
可
勝
計
。

{諜
}
市
内
の
一
商
庖
は
、
東
市
の
制
度
と
同
じ
で
あ
る
。
長
安
豚
の
管
轄
す
る
戸
口
数
は
、

い
。
(
戸
ロ
に
未
登
録
の
〉
浮
浪
者
や
流
寓
者
の
人
数
は
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

四
商
品隙
戸
で
あ
り
、
高
年
豚
に
比
べ
る
と
多

- 60ー

(
『
長
安
士
山
』
巻
一

O
、
西
市
〉

右
の
『
長
安
士
山
』
各
一

O
、

西
市
の
「
市
内
庖
録
、

如
東
市
之
制
」
の
部
分
は

傘
鰹
閣
臓
容
子
本
『
南
京
新
記
』
品
位
三
に
存
在
し
て
い

る
。
槙
く
「
長
安
脈
所
領
四
高
除
戸
、
比
高
年
矯
多
、
浮
奇
流
寓
、

不
可
勝
計
」
の
文
章
は
、
品
骨
組
閣
巻
子
木
『
南
京
新
記
』
に
は
存
在
し
て

も
と
も
と
開
元
一

O
年
(
七
二
二
〉
編
纂
の
章
述
『
南
京
新
記
』
の
文
章
で
あ
り
、

〈叩山〉

臓
巻
子
本
『
南
京
新
記
』
巻
三
を
抄
寓
す
る
際
に
省
略
さ
れ
た
箇
所
と
推
定
で
き
る
。

い
な
い
が
、
こ
の
箇
所
も
、
前
後
の
文
服
か
ら
、

傘
鰹
閣

以
上
の
東
市
・
西
市
南
市
の
記
述
は
内
容
が
割
腹
し
て
い
る
の
で
同
時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
、

『
長
安
志
』
の
東
市
の
記
述
も
西

市
の
記
事
と
同
様
に
『
南
京
新
記
』
に
依
擁
し
て
お
り
、

『
南
京
新
記
』
巻
三
に
言
う

「
市
内
庖
母
、

如
東
市
之
制
」

の

「
東
市
の
制
」
と

t士

『
長
安
士
山
』
東
市
に
記
述
の
東
市
の
内
部
構
造
や
「
行
」

「邸
」
の
存
在
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
上
の
『
長
安
志
』
の
ニ
史
料
の
内
容
は
、
開
元
年
聞
の
東
西
雨
市
の
朕
況
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

先
掲
の
固
の
第
4
期
(
園
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)
の
朕
況
に
相
嘗
し
、

園
の
一
示
す
居
住
傾
向
と
も
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

『
長
安
士
山
』
に
坊
内
居
住
地
匿
の
明
記
さ
れ
た
官
人
宅
の
分
布

(
も
と
も
と
章
述
『
南
京
新
記
』
の
記
述
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
箇
所
〉
を
調
べ
て
も
、
大
宇
の
官
人
が
街
東
部
に
居
住
し
て
お
り
、
上
の
『
長
安
志
』

〈

幻

)

の
南
市
の
記
事
内
容
と
一
致
す
る
。
要
す
る
に
、

八
世
紀
前
半
の
開
元
年
聞
か
ら
、
既
に
、
長
安
域
内
の
東
西
南
街
の
住
民
階
層
の
相
違
が
明

瞭
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、

『
長
安
志
』
南
市
の
記
事
か
ら
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
-
商
人
の
記
録
!
九
世
紀
末
頃
の
居
住
動
向

さ
ら
に
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
街
東
と
街
西
の
居
住
賦
態
を
封
照
的
に
描
く
こ
の
様
な

『
長
安
士
山
』
の
記
述
は
、

唐
末
に
長
安
を
訪
れ
た
イ
ス
ラ
ム
商
人
の
見
聞
を
記
し
た
ア
ラ
ビ
ア
語
の
次
の
様
な
記
述
と
、

お
お
よ
そ

一
致
す

る
。
藤
本
勝
次
氏
の
翻
詳
『
シ
ナ
・
イ
ン
ド
物
語
』
(
関
西
大
拳
出
版
康
報
部
、

(
叩
山
〉

の
様
に
な
る
。

一
九
七
六
年
、
四
五
頁
)
に
よ
っ
て
、
一
一
該
嘗
箇
所
を
掲
げ
る
と
、
ム
衣

我
々
は
皇
帝
一
が
居
住
す
る
フ
ム
ダ
l
ン
の
町
に
つ
い
て
、
そ
の
様
子
を
イ
ブ
ン

・ワ

ハ
ブ
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
彼
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て

- 61ー

く
れ
た
。
そ
の
町
は
贋
大
で
、
人
口
も
多
く
、
長
く
て
貰
い
通
り
に
よ
っ
て
二
つ
に
巨
分
さ
れ
て
い
る
。
皇
帝
と
そ
の
宰
相
、
軍
隊
、
最

高
裁
剣
官
、
宮
廷
の
宣
官
た
ち
ゃ
家
臣
た
ち
が
大
通
り
の
右
手
に
あ
る
東
街
置
に
住
み
、

一
般
の
民
衆
は
誰
れ
と
て
彼
ら
と
混
住
す
る
こ

と
も
な
け
れ
ば
、

ま
た
、
そ
こ
に
は
市
場
も
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
。
ま
た
こ
の
地
匿
の
街
路
に
は
溝
が
掘
ら
れ
て
水
が
流
れ
て
い
る
し
、

か
た
わ
ら
に
は
樹
木
が
整
然
と
植
え
ら
れ
、
邸
宅
が
軒
を
つ
ら
ね
て
い
る
。

大
通
り
の
左
手
に
あ
る
西
街
匿
に
は
、
庶
民
や
一
商
人
が
住
み
、
倉
庫
や
市
場
が
あ
る
。
朝
に
な
れ
ば
、
皇
帝
の
家
令
や
家
臣
、
宮
廷
の

下
僕
、
終
草
の
下
僕
、
彼
ら
の
代
理
人
と
か
が
、
あ
る
者
は
馬
に
乗
り
、
あ
る
者
は
歩
い
て
、
こ
の
市
場
が
あ
り
商
一
人
が
住
ん
で
い
る
地

(
用
事
が
す
め
ば
〉
彼
ら
は
蹄
っ
て
行
き
、
翌
日
に
な
る

匿
に
や
っ
て
来
て
、
主
人
た
ち
の
日
用
品
や
必
需
品
を
買
う
の
が
見
ら
れ
る
。

ま
で
、
こ
の
地
匿
に
立
ち
も
ど
る
者
は
誰
れ
も
い
な
い
。

(
奮
漢
字
に
改
め
る
。
括
弧
内
の
語
句
は
、
藤
本
氏
の
補
足
)

309 
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右
の
藤
本
氏
の
日
本
語
詳
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
皇
帝
が
居
住
す
る
フ
ム
ダ
l
ン
の
町
」

〈
ヨ
邑
g
R
E
同
rE自門同
mw

ロ
ω-rw口

E
F削白「
gmwzr〉、

す
な
わ
ち
長
安
城
の
特
徴
を
、
改
め
て
整
理
し
列
翠
す
る
と
、
次
の
様
に
、

I
全
瞳
の
景
観
、

E
街
東
、

E
街
西
と
三
つ
の
部
分
に
整
然
と
分

れ
る
。
域
内
の
祉
曾
構
造
を
描
寓
す
る
語
句
に
閲
し
て
は
、

〉
内
に
四
天
王
寺
園
際
併
教
大
事
の
菊
池
忠
純
氏
に
よ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
蒋

(

勾

)

〕
内
に
同
氏
に
よ
る
別
の
課
語
例
も
参
考
と
し
て
附
す
。

/ー、

寓
を
掲
げ
、全

躍

の

景

観

ω贋
大
で
、
人
口
も
多
い
(
印

DEw--E包
-
Z
E岳民間門戸
;FEr--

ω長
く
て
贋
い
通
り
(
印
E
ユ
ピ
ロ
官
三
一
ロ
ロ
〆
忌
ロ
ロ
)
に
よ

っ
て
二
つ
の
部
分

E
E
ロ
巳
ロ
〉
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

E 

街

東

の

特

徴

ω皇
一
帝
一
乞
・
自
由
ロ
宮
)
と
そ
の
宰
相
〔
大
臣
〕
雪
印
刷

E
E〉、

一
帝
〕
の
宣
官
た
ち

(FZZEw--自由
z
r
c
、

〔
彼
の
〕
軍
隊

C
B
E
E
F
E〉
、
最
高
裁
判
官
公
立
三
ム
ロ
合

ε、
宮
廷
〔
皇

一
圏
の
家
臣
た
ち

(
Y
E
.
E
S
E
E
r
-〉
が
、
大
通
り
の
右
手
に
あ
る
東
街
区
〔
東
に
つ
づ

- 62ー

く
と
こ
ろ
〕

(丘町印
Y
H
G
』tw
一・
3
5同ロロ

g
z
r
c
耳
釦
ヨ
削
苫
Z
mw-4
印ymwzm)
に
住
ん
で
い
る
。

ω東
街
匿
に
は
、

ω東
街
巨
の
街
路
に
は
、
溝
〔
川
〕
〈
Z
・2
Zる
が
掘
ら
れ
て
水
が
流
れ
て
い
る
し
、

然
と
植
え
ら
れ
、
邸
宅
〔
贋
い
家
々
〕
(
自
由
E
N
-
-
p
m
H官
)
が
軒
を
つ
ら
ね
て
い
る
。

一
般
の
民
衆
(
白
て
削
g
g乙
は
、

ひ
と
り
も
混
ざ
り
あ
っ
て
い
ず
、
市
場
(
白
]
』
白

2
2〉
も
ひ
と
つ
と
し
て
な
い
。

か
た
わ
ら
に
は
、
樹
木
〔
木
々
〕

(
担
任
百
円
)
が
整

而
岨

街

西

の

特

徴

ω大
逼
り
の
左
手
に
あ
る
西
街
区

2
・
rrsコ・
2
白ユ

E
5
5仙
宮
町
白
ナ
ヨ
国
間
r
ュg
〉

Z
U
帥
同
〉
が
住
み
、
倉
庫
(
白
「
自
同
出
〉
と
市
場
(
と
・
8
4〈
削
』
)
が
あ
る
。

亡
士
、

l
t
 庶
民
た
ち
(
同
デ
え
々
曲
〉
、

一
商
人
た
ち
(
曲
デ

ω朝
に
な
れ
ば
、
皇
帝
の
家
令
官
与
野

EaEw--ヨ
ω
-
F
C
、
家
臣
〔
彼
の
家
来
た
ち
〕

p
z
-
B削
ロ
ロ
仏
智
子
じ
、

(白血げ仰げロ『ロ〉、

宮
廷
の
下
僕
〔
彼
の
館
の
奴
隷
〕

将
軍
の
下
僕
〔
奴
隷
〕

QEBEz---A222、
彼
ら
の
代
理
人
た
ち
(
耳
ロ
E
E
U
E
E日
)
と
か
が
、

あ
る
者



は
馬
に
乗
り
、
あ
る
者
は
歩
い
て
こ
の
市
場
、
が
あ
り
商
人
が
住
ん
で
い
る
地
直
〈
色
笹
山
富
己
曲
目

-
E
Z
注
品
色

BgdqZ口
当
俗
世
工
£
』
帥

E
)

に
や
っ
て
き
て
、

主
人
た
ち
の
日
用
品
〈
耳
目
芯
k
z
v
c
g
)
や
必
需
品
(
官
唱
削
-
c
z
z
g
)
を
買
う
。

翌
日
に
な
る
ま
で
、

こ
の
地
区

?
包
冨
曲
目
・
島
広
告
〉
に
も
ど
る
も
の
は
、

ひ
と
り
も
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、

「
長
く
て
贋
い
通
り
」

つ
ま
り
朱
雀
街
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
東
西
二
つ
の
街
匿
の
特
徴
が
、

街
東
、

街
西
の
順
番
に
記
さ

れ
、
東
西
南
街
の
居
住
階
層
・
生
活
様
式
・
自
然
環
境
・
建
築
景
観
が
、
劃
照
的
に
描
寓
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
、
東
西
の
街
匡
の
劃
照
を
際

立
た
せ
る
た
め
か
、
東
街
区
(
街
東
)
に
は
、
庶
民
が
住
ま
ず
、
市
場
も
な
い
、
と
い
う
事
寅
に
反
す
る
記
述
も
あ
る
が
、
他
の
内
容
は
、
官

人
が
街
東
に
集
往
す
る
唐
後
期
の
朕
況
と
合
致
す
る
。
開
元
年
聞
の
献
況
を
示
す
『
長
安
志
』
の
内
容
と
も
、
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
が
、

唐
末
に
か
け
て
、
城
内
南
街
の
居
住
医
の
相
違
が
一
一
層
顛
著
に
な
り
、
劃
照
的
な
景
観
を
呈
す
る
に
至
る
こ
と
が
わ
か
る
。
唐
末
の
長
安
が
繁

(
叩
叫
〉

柴
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
史
料
か
ら
窺
え
る
。

八
世
紀
以
後
、
イ
ス
ラ
ム
商
人
が
、
中
園
沿
海
部
の
都
市
に
多
数
渡
来
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
居
留
地
を
各
都
市
で
作
り
な
が
ら
、
貿
易
に

(

況

)

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
聞
記
を
記
し
た
ア
ブ
・
ザ
イ
l
ド
(
〉

Z
P
Z〉
は
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
面
し
た
港
構

従
事
し
て
い
た
こ
と
は
、

- 63ー

考都
え市
らシ
れ l
てラ
L、ーフ
る32ハ
。、./Ul

V唱
曲l

の
出
身
で

イ
ン
ド
洋
か
ら
東
シ
ナ
海
に
延
び
る
海
洋
貿
易
路
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
辿
り
、

中
園
に
達
し
た
も
の
と

同
じ
イ
ス
ラ
ム
商
人
と
思
わ
れ
る
イ
ブ
ン
・
ワ
ハ
プ

(
お
〉

〈
H
E
d司
島
田
ゲ
〉
の
見
聞
を
記
す
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
が
編
纂
さ
れ
た
の
が
、
九
一
六
年
頃
だ
と
す
る
と
、
こ
の
見
聞
記
は
、
九

O
四
年

長
安
に
関
す
る
記
述
は
、

ア
ブ
・
ザ
イ
l
ド
自
身
が
質
際
に
見
た
も
の
で
は
な
く
、

の
長
安
城
壊
滅
以
前
に
お
け
る
唐
朝
最
末
期
の
域
内
の
朕
況
を
停
え
る
、
他
に
類
の
無
い
貴
重
な
記
録
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
る
と
、
こ
の

ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
の
内
容
は
、
先
掲
の
園
の
第
六
期
(
圏
6
)
の
拭
況
に
相
嘗
し
、
園
の
居
住
傾
向
と
も
一
致
し
て
い
る
。
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検
謹
し
た
結
果
、

以
上
の
様
に
、
従
来
の
研
究
成
果
と
新
公
刊
史
料
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
官
人
居
住
地
の
襲
遁
園
を
、
漢
文
史
料
と
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
か
ら

八
世
紀
前
半
の
開
元
・
天
賓
年
間
よ
り
、
街
東
中
北
部
へ
の
官
人
居
住
の
集
中
が
始
ま
り
、
こ
の
傾
向
は
、
九
世
紀
に
至
司
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て
一
層
強
ま
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
長
安
域
内
の
街
東
に
官
入
居
住
地
が
形
成
さ
れ
た
原
因
と
、
街
東
に
お
け

る
官
人
の
集
住
が
長
安
の
枇
舎
に
も
た
ら
し
た
土
地
利
用
の
連
動
現
象
を
論
じ
て
み
よ
う
。

街
東
官
人
居
住
地
の
生
活
環
境

長
安
の
官
人
居
住
地
の
鑓
遜
の
直
接
の
原
因
が
、
街
東
の
北
方
に
大
明
宮
〈
六
六
二
年
修
築
完
成
)
・
輿
慶
宮
〈
七
一
四
年
完
成
)
と
い
う
新
宮

殿
が
相
次
い
で
建
設
さ
れ
て
、
出
動

・
朝
参
に
便
利
な
大
明
宮
附
近
の
諸
坊
が
、
多
く
の
官
人
達
に
求
め
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
無

宮
殴
の
移
輔
が
無
い
洛
陽
で
は
、

ぃ
。
こ
の
こ
と
は
、

(
鈍
)

る。

長
安
の
よ
う
な
明
瞭
な
官
人
居
住
地
の
集
中
が
現
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ

さ
ら
に
、
中
唐
に
お
け
る
科
穆
の
浸
透
を
背
景
に
、
皇
帝
一
の
居
住
地
か
ら
の
空
間
的
距
離
の
遠
近
が
、
官
人
の
社
曾
階
層
の
高
低
と
関
連
す

る
と
い
う
観
念
が
強
ま
り
だ
し
、
官
人
に
と
っ
て
、
皇
帝
の
常
住
す
る
大
明
宮
に
で
き
る
だ
け
近
く
居
住
す
る
こ
と
が
、
精
神
的
に
も
枇
舎
的

(

お

)

に
も
必
要
に
な
っ
た
、
と
い
う
酷
も
奉
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
間
接
的
に
は
、
域
内
人
口
の
増
加
や一商
工
業
の
活
濯
化
、
坊
市
制
の
弛
緩岨一寸の

(

お

)

域
内
の
枇
舎
伏
況
の
饗
化
に
仲
い
、
悪
化
す
る
治
安
や
増
加
す
る
階
層
聞
の
札
礁
に
劉
慮
し
て
、
同
じ
階
層
の
者
同
士
が
、
同
じ
地
域
内
に
集

(
幻
〉

住
す
る
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

- 64ー

そ
れ
で
は
、

な
ぜ
、
圏
中
の
官
人
の
邸
宅
が
、
大
明
宮
の
前
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
大
明
宮
か
ら
や
や
離
れ
た
街
東
中
部
に
集
中
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
先
の
園
4
・
園
5
・
園
6
を
見
る
と
、
開
元
・
天
買
年
開
以
後
、
と
り
わ
け
安
史
の
飽
後
の
入
世
紀
後
牢
か
ら
、
東
市
以
南
の
街

東
中
部
に
宮
人
の
邸
宅
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
は
、
主
接
し
た
出
土
墓
誌
の
墓
主
の
多
く
が
、
六
品
以
下
の
中
小

官
人
で
あ
り
、
大
明
宮
の
前
に
邸
宅
を
構
え
た
五
品
以
上
の
高
官
の
墓
誌
が
比
較
的
少
な
い
、

と
い
う
史
料
上
の
理
由
が
穆
げ
ら
れ
る
が
、
他

に
経
済
上
、
自
然
環
境
上
、
祉
曾
文
化
上
の
要
因
も
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
大
明
宮

・
皇
城
に
近
い
諸
坊
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
大
明
宮
建
設
の
七
世
紀
後
半
以
後
、
皇
族
や
宣
官
の
高
官
、
が
集
住
し
て
地



債
も
高
騰
し
、
特
権
的
で
閉
鎖
的
な
空
聞
を
形
成
す
る
に
至
り
、
安
史
の
範
後
に
新
た
に
長
安
に
上
京
し
て
中
央
官
と
な
っ
た
者
が
、
自
力
で

そ
の
地
域
に
新
し
い
住
居
を
入
手
す
る
の
は
、
経
済
的
に
も
祉
曾
的
に
も
困
難
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
勲
、
街
東
中
部
の
邸
宅
開
設
は
安
史
の

凱
後
に
本
格
化
し
た
の
で
、
大
明
宮
前
の

一
等
地
に
次
ぐ
住
環
境
の
良
さ
を
誇
る
土
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
九
世
紀
前
半
で
も
、
な
お

〈
お
)

贋
祉
な
邸
宅
建
築
の
品
跡
地
が
蔑
さ
れ
て
い
た
。

有
し
、 自

然
環
境
の
上
で
は
、
街
東
中
部
の
、
祭
遊
原
北
麓
の
諸
坊
は
、
小
高
い
高
蓋
の
北
斜
面
に
首
た
る
の
で
、
北
方
に
大
明
宮
を
仰
ぐ
眺
望
を

(
却
〉

唐
後
期
に
頻
護
す
る
域
内
の
水
害
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

排
水
も
よ
く
、

さ
ら
に
、

幾
筋
も
の
丘
陵
が
連
な
る
街
東
中
部
は
、

(

ω

)

 

『易
経
』
や
陰
陽
五
行
思
想
に
基
づ
く
土
地
鑑
定
か
ら
言
っ
て
も
、
邸
宅
建
設
に
適
し
て
い
る
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
交
通
地
理
の
貼
か
ら
言

え
ば
、
こ
の
地
匡
は
、
長
安
の
消
費
文
化
を
代
表
す
る
、
東
市
及
び
そ
の
周
溢
諸
坊
の
高
紐
商
庖
街

・
娯
楽
施
設
に
近
い
と
同
時
に
、
東
側
城

壁
の
諸
門
〈
春
明
門
・
延
輿
門
)
を
通
じ
て
城
東
の
街
道
に
繋
が
り
、
城
南
の
別
荘
と
の
往
来
や
勝
蹟
巡
り
に
も
便
利
で
あ
る
。
官
人
の
集
住
の

結
果
、
友
人

・
知
人
宅
が
徒
歩
圏
内
に
居
住
し
て
お
り
、
訪
問
や
来
客
に
便
利
と
い
う
、
枇
舎
生
活
上
の
重
要
な
利
融
も
有
し
て
い
る
。

以
上
の
様
に
、
街
東
に
官
入
居
住
の
集
中
し
た
結
果
、
八
世
紀
の
開
元
年
間
以
後
、
次
の
ご
と
き
域
内
外
の
土
地
利
用
の
連
動
現
象
が
生

じ
、
そ
の
結
果
、

エ
リ
ー
ト
の
居
住
地
と
し
て
の
街
東
の
債
値
が

一
層
高
ま
る
と
い
う
相
乗
数
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

(

必

〉

盛
り
場
の
形
成

- 65ー

東
市

(I
5

・
I
6
)
・
卒
康
坊
(H
5
〉
・
崇
仁
坊

(H
4
〉
等
の
街
東
中
部
の
諸
坊
が
、
華
や
か
な
賑
わ
い
で
西
市

を
凌
ぐ
域
内
随

一
の
盛
り
場
を
形
成
し
た
。
官
僚
街
の
形
成
は
、
東
市
及
び
東
市
周
謹
の
諸
坊
に
、
高
官
や
富
一
商
、
科
挙
受
験
生
等
を
主
要
顧

客
と
す
る
、
高
級
料
亭
、
放
館
、
呉
服
屋
、
祭
器
庖
等
の
各
種
専
門
広
や
、
民
閉
経
営
の
大
規
模
な
遊
郭
を
開
業
さ
せ
た
。
諸
道
の
進
奏
院
も

街
東
中
部
に
集
中
し
て
立
地
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
を
一
夜
に
、
城
外
に
も
康
く
販
圏
を
有
す
る
高
級
品
が
買
買
さ
れ
て
、
最
新
の
政
治
情
報
が

交
換
さ
れ
、
長
安
の
エ
リ
ー
ト
文
化
が
醸
成
さ
れ
た
。
官
人
や
官
人
候
補
者
が
遊
ぶ
卒
康
坊
北
里
の
遊
'
郭
を
舞
蓋
に
、
唐
後
牟
期
の
文
事
の
新

潮
流
が
形
成
さ
れ
て
も
い
る
。

(

必

〉

街
東
南
部
の
風
致
地
直
化

(A) 
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(B) 

官
人
の
邸
宅
が
、
街
東
中
北
部
に
集
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
街
東
南
部
に
、
風
致
地
匡
と
も
呼
べ
る
景
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勝
地
が
形
成
さ
れ
た
。
曲
江
池

(
J
U
〉
、
李
園

(
H
ロ
)
、
慈
恩
寺

(
H
U
〉
、
祭
遊
苑

(
I
9
)
、
車
問
龍
寺
〈
J
9
〉
等
は
、
官
人
達
が
、
公
務
の

儀
暇
に
足
し
げ
く
通
う
景
勝
地
と
な
り
、

『
全
唐
詩
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
地
を
歌
っ
た
移
し
い
詩
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
景
勝
地
に
近

練
度
を
婚
し
、

接
し
て
い
る
こ
と
で
、
街
東
中
部
の
邸
宅
の
債
値
も
上
が
っ
た
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、
街
東
の
寺
院
や
道
親
は
、
官
人
の
遊
覧
の
地
と
し
て
洗

た
と
え
ば
、
寺
湖
の
総
数
で
は
街
西
に
比
べ
て
街
東
は
少
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
街
東
の
寺
貌
の
壁
董
は
、
街
西
に
比
べ

て
質
量
と
も
に
充
質
す
る
に
至
り
、
街
東
の
寺
観
の
境
内
に
は
、

(

必

)

別
荘
・
家
廟
・
墓
地
建
設

四
季
の
出現
遜
に
醸
じ
て
、
官
人
や
、

そ
の
家
族
が
詰
め
か
け
た
。

(c) 

街
東
官
人
の
別
荘
地
が
、
域
内
で
は
、
二
つ
の
水
渠
の
走
る
水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
街
西
南
部
に
造
成
さ

れ
、
域
外
で
は
、
城
南
や
城
東
に
別
荘
が
建
ち
並
ぶ
に
至
司
た
。
ま
た
、
街
東
官
人
の
家
廟
も
、
唐
後
期
に
は
域
内
南
部
の
閑
地
に
盛
ん
に
建

築
さ
れ
、
立
廟
の
制
限
が
出
さ
れ
る
程
で
あ
り
、
彼
ら
の
家
廟
は
、
豪
邸
や
別
荘
、

一
族
の
共
同
墓
地
と
並
ん
で
、
首
時
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ

ン
ボ
ル
の
一
つ
と
な
り
、
そ
の
所
有
と
管
理

・
運
営
は
祉
曾
的
に
重
要
事
で
あ
っ
た
。
街
東
官
人
の
一
族
の
墓
地
は
、
多
く
が
城
東
の
丘
陵
地

に
造
成
さ
れ
、
官
務
の
徐
暇
に
城
南
・
城
東
の
別
荘
を
訪
ね
て
散
策
し
、
清
明
節
に
は
家
族
で
城
東
の
墓
地
に
詣
で
る
こ
と
が
、
官
人
生
活
の

- 66ー

中
に
定
着
し
て
ゆ
く
。

(D) 

(
川
蝉
)

街
西
庶
民
街
の
形
成

先
述
の
『
長
安
志
』
雨
京
の
史
料
や
、

ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
に
明
瞭
に
描
寓
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
街
東
に
官

人
の
居
住
区
が
生
じ
る
の
に
制
割
腹
し
て
、
街
西
は
庶
民
街
の
色
彩
を
濃
く
し
て
ゆ
き
、
域
内
に
は
、
街
西
と
街
東
と
い
う
掛
照
的
な
居
住
者
階

層
を
有
す
街
巨
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
住
民
階
層
と
地
域
文
化
の
異
な
る
二
つ
の
封
照
的
な
街
匿
が
並
立
す
る
こ
と
で
、
唐
後
期
の
長
安
域
内

の
祉
曾
構
造
が
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る
。

街
東
中
北
部
に
高
官
の
邸
宅
の
集
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
地
域
の
高
官
同
士
の
往
来
は
、
特
に
多
く
な
り
、

ま
た
、
上
越
の
よ
う
に
、

往
来
の
容
易
な
こ
と
が
、
こ
の
地
域
の
債
値
を
高
め
て
も
い
た
。
こ
の
地
域
に
住
む
こ
と
は
、
高
官
た
ち
の
密
度
の
高
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ョ

ン
に
加
わ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
長
安
の
街
酋
や
地
方
に
居
住
す
る
中
下
級
官
人
に
と
っ
て
、
中
央
高
官
と
な
っ
て
街
東
中
北
部
に
居
を

構
え
る
こ
と
が
、
将
来
の
具
鎧
的
な
夢
と
な
っ
て
い
司
た
。
長
安
城
街
東
の
高
官
の
邸
宅
は
、
嘗
時
の
下
級
官
人
や
、
科
奉
の
受
験
生
に
と
っ



て
、
財
と
権
力
の
象
徴
で
あ
り
、
嘗
時
の
小
説
の
中
に
頻
出
し
て
い
る
〈
圃
7
お
よ
び
註
〈
幻
)
の
園
8
参
照
〉
。

こ
の
よ
う
に
、
街
東
中
北
部
の
諸
坊
へ
官
人
の
集
住
が
進
展
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
九
世
紀
頃
か
ら
、
高
官
の
姓
に
坊
名
を
附
し
て
稽
す
る

街
東
の
坊
名

街
東
の
居
住
地
の
坊
名
が
、

単
な
る
地
名
表
示
を
越
え
て
爵
邑
の
如
き
祉
曾
身
分
の
指
標
に
な
っ
た
。

こ
と
が
普
通
に
な
り
、

は
、
擢
力
や
富
、
成
功
等
を
示
す
記
読
の
一
意
味
合
い
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

『
唐
園
史
補
』
巻
中
に
、

「
近
年

の
風
習
で
は
、

櫨
臣
は
そ
の
居
住
す
る
坊
の
名
で
呼
ぶ
。

(
安
邑
坊

(
I
7
〉
に
居
住
し
て
い
る
李
士
ロ
甫
を
)
李
安
巴
と
稽
す
る
の
が
そ
の
代
表
的

な
例
で
あ
り
、
坊
は
爵
邑
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
〈
『
南
部
新
書
』
己
も
参
照
〉
。

お

わ

り

清
代
の
徐
松
『
唐
南
京
城
坊
考
』
に
よ
っ
て
、
長
安
城
街
東
に
お
け
る
官
入
居
住
の
集
中
と
域
内
の
階
層
別
棲
み
分
け
の
存
在
は
、
既
に
基

(

必

〉

本
的
に
明
か
に
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
近
刊
の
墓
誌
等
の
新
史
料
に
主
援
し
て
、
官
入
居
住
を
時
代
順
に
固
化
し
て
獲
遜
を
浮
き
彫
り
に

し
、
徐
松
の
研
究
に
一
層
綿
密
な
肉
附
け
を
試
み
る
と
と
も
に
、
街
東
官
人
居
住
街
の
形
成
の
も
た
ら
す
長
安
域
内
の
枇
舎
構
造
の
再
編
成
の

- 67ー

一
端
を
論
じ
て
み
た
。

本
稿
の
官
人
居
住
地
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
唐
後
期
の
官
人
希
望
者
が
抱
い
た
具
瞳
的
な
夢
を
探
る
と
、
こ
の
よ
う
に
な
る
。
|
|
科
奉
の

進
士
科
に
合
格
し
て
官
界
に
迎
え
入
れ
ら
れ
、
昇
進
を
重
ね
て
宰
相
に
至
り
、
長
安
城
街
東
中
北
部
の
官
僚
街
の
住
民
と
な
り
、
同
時
に
、
城

内
の
街
西
南
部
の
水
渠
沿
い
の
諸
坊
か
、
城
東
な
い
し
城
南
の
郊
外
に
別
荘
を
設
け
、

で
き
れ
ば
、
滑
河
流
域
の
肥
沃
な
土
地
に
荘
園
も
経
営

す
る
。
さ
ら
に
、
長
安
域
内
に
所
有
し
た
本
宅
の
他
に
、
中
央
の
政
争
を
回
避
し
て
退
官
後
の
徐
生
を
過
ご
す
た
め
に
、
風
光
明
眉
な
洛
陽
に

も
邸
宅
を
購
入
し
、
南
京
い
ず
れ
か
の
郊
外
の
墓
地
に
葬
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
長
安
で
生
ま
れ
た
こ
の
よ
う
な
官
人
の
都
市
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
後
代
の
園
都
の
官
人
生
活
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。

315 

新
刊
の
墓
誌
史
料
は
、
単
に
南
京
の
官
人
居
住
の
繁
遜
吠
況
や
唐
代
官
人
の
祉
舎
生
活
を
明
る
み
に
出
す
に
留
ま
ら
ず
、
雨
京
の
政
治
構
造



を
比
較
す
る
際
に
も
、
従
来
の
史
料
に
無
い
具
瞳
的
で
有
力
な
手
掛
か
り
を
輿
え
て
く
れ
る
。
そ
の
黙
で
、
本
稿
で
は
、
新
刊
史
料
が
も
た
ら

す
情
報
の
ご
く
一
部
を
取
り
扱
ア
た
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
、
新
奮
の
文
献
史
料
と
考
古
事
的
設
見
に
基
づ
い
て
、
南
京
の
祉
舎
構
造
に
閲
す
る

縫
綴
的
な
分
析
を
目
指
し
、
本
稿
の
不
備
を
補
訂
し
て
ゆ
き
た
い
。
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註(

1

)

近
年
出
土
や
公
刊
の
墓
誌
が
、
唐
雨
京
研
究
に
輿
え
る
影
響
に
闘
し

て
は
、
李
健
超
「
楢
補
唐
雨
京
城
坊
考
」
(
『
西
北
歴
史
研
究
』
一
一
一
秦
出

版
社
、
一
九
八
七
年
、
一
九
六

l
一一一

O
頁
〉
に
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

ハ
2
〉
布
目
潮
楓
・
妹
尾
逮
彦
「
唐
代
長
安
の
都
市
形
態
」
(
『
唐
宋
時
代
の

行
政
・
経
済
地
図
の
作
製
州
研
究
成
果
報
告
書
(
昭
和
五
五
、
五
六
年

度
科
皐
研
究
費

一
般
研
究
倒
研
究
成
果
報
告
書
)
』
大
阪
大
謬
数
養
部
、

一
九
八
一
年
〉
。

(

3

)

本
稿
は
、
妹
尾
遥
彦
『
唐
代
長
安
・
洛
陽
城
の
城
郭
構
造
と
都
市
祉

舎
史
の
研
究
(
課
題
番
蹴
cm由
H
O
N
g
卒
成
六
年
度
科
皐
研
究
費
補
助
金

一
般
研
究

O
研
究
成
果
報
告
書
)
』
(
一
九
九
五
年
〉
の
第
二
一
章

「唐
長

安
官
入
居
住
考
」
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
爾
京
の
研
究
史
の
詳
細

は
同
書
を
参
照
。

(
4
〉
吉
岡
県
「
現
存
唐
代
墓
誌
の
全
値
像
」
(
一
九
九
三
年
度
庚
島
史
皐

研
究
舎
大
曾
(
東
洋
史
部
舎
)
設
表
要
旨
)
参
照
。
ま
た
、
吉
岡
氏
に

よ
る
新
刊
唐
墓
誌
の
目
録
『
近
刊
唐
代
墓
誌
拓
本
資
料
集
徳
目
』
(
一

九
九
七
年
刊
行
致
定
〉
参
照
。
同
『
純
白
』
で
は
、
約
五
四

O
Oの
唐

墓
誌
を
封
象
に
、
墓
誌
ご
と
に
墓
主
姓
名
・
刻
石
年
月
日
・
出
土
地

域
・
出
土
年
月
日
を
記
し
、
近
刊
の
墓
誌
拓
本
資
料
集
十
二
種
や
、
公

私
所
蔵
の
墓
誌
拓
本
目
録
六
種
の
記
載
と
の
照
合
、
さ
ら
に
、
唐
人
文

集
牧
録
の
草
稿
・
歴
代
石
刻
漢
籍
枚
銭
の
録
文
・
解
放
後
出
土
新
出
墓

誌
(
表
1
所
載
の
気
賀
海
保
規
氏
と
策
麗
華
氏
の
目
録
二
種
〉
に
枚
録

の
有
無
等
が
一
覧
表
に
な
っ
て
お
り
、
現
在
、
最
も
完
備
さ
れ
た
唐
墓

誌
の
総
目
で
あ
る
。

(
5
〉
賀
梓
城
「
唐
王
朝
興
法
昭
民
族
和
都
圏
的
友
好
関
係
麿
墓
誌
銘
札

記
」
(
『
文
博
』

一
九
八
四
年
第

一
期
〉
、
同

「唐
長
安
城
歴
史
輿
唐
人

生
活
習
俗
|
唐
代
墓
誌
銘
札
記
之
二
|
」
(
『
文
博
』

一
九
八
四
年
第
二

期
)
。
以
上
の
二
篇
の
論
考
は
、
賀
梓
城
氏
が
、
碑
林
捕
博
物
館
(
も
と
侠

西
省
博
物
館
)
所
臓
の
解
放
後
新
出
の
唐
墓
誌
に
基
づ
き
考
察
し
た
も

の
で
あ
る
。
賀
梓
城
氏
は
、
上
記
墓
誌
を
録
文
し
、
墓
誌
拓
本
の
骨
局
長

と
考
穣
を
施
し
た
上
で
『
侠
西
出
土
唐
墓
誌
銘
考
懇
』
と
題
し
て
出
版

す
る
計
蜜
を
有
し
て
い
た
が
、
一
九
八
八
年
夏
の
賀
氏
の
急
逝
に
よ
り

中
断
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
李
健
超
氏
の
前
註
ハ
1
)
「増

補
唐
雨
京
城
坊
考
(
西
京
部
分
〉
」
は
、
こ
の
賀
梓
城
『
険
西
出
土
唐

墓
誌
銘
考
緯
』
を
引
用
し
て
お
り
、
李
健
超
氏
の
論
考
に
よ
り
賀
梓
城

著
書
の
内
容
の
一
端
を
窺
う
こ
と
は
で
き
る
。
李
氏
は
、
個
人
的
に
親

- 68ー



317 

し
か
っ
た
賀
梓
城
氏
の
遺
稿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
上
記
論
文

の
執
筆
に
際
し
て
引
用
し
得
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
碑
林
博
物
館
所
臓
の
解
放
後
新
出
唐
墓
誌
約
三
七

O
黙
は
、

近
刊
抽
既
定
の
震
松
林
主
編
・
韓
理
洲
副
主
編
『
新
編
全
唐
五
代
文
』
に

枚
録
さ
れ
る
と
聞
く
。
碑
林
博
物
館
所
蔵
の
解
放
後
出
土
墓
誌
の
目
録

は
、
侠
西
省
博
物
館
・
李
域
鈴
・
越
敏
生
・
雷
旅
編
『
西
安
碑
林
書
法

整
術
』
(
侠
西
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
増
補
版
一
九
九
四

年
)
に
既
に
掲
載
さ
れ
、
存
在
自
鰻
は
庚
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う

ち
の
相
嘗
数
が
、
『
惰
唐
五
代
墓
誌
陸
編
侠
西
巻
』
全
四
加
〈
表
1

番
披
六
〉
に
枚
載
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
が
同
書
に
枚
録
さ
れ
て
い

る
謬
で
は
無
い
。
碑
林
博
物
館
の
王
其
一
一
橋
氏
の
ご
数
示
に
よ
る
と
、
西

安
の
解
放
後
出
土
墓
誌
は
、
碑
林
博
物
館
所
臓
の
約
三
七

O
黙
の
他
に

も
各
研
究
機
関
に
分
散
し
て
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
各
地
の
文

物
管
理
所
や
中
園
祉
舎
科
皐
院
考
古
研
究
所
西
安
研
究
室
に
一

O
O勲

以
上
が
存
在
し
、
さ
ら
に
、
西
安
近
郊
の
農
家
も
多
数
の
募
誌
を
所
蔵

し
て
い
る
と
言
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
墓
誌
の
大
半
は
『
新
編
全
唐

五
代
文
』
に
牧
録
の
拙
既
定
は
無
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
董
園
桂

編
『
高
陵
碑
石
』
(
一
一
一
秦
出
版
社
、
一
九
九
三
年
)
の
よ
う
に
、
燃
に

所
在
の
碑
石
を
枚
録
す
る
書
も
刊
行
さ
れ
始
め
た
。
従
っ
て
、
終
来
、

こ
れ
ら
の
墓
誌
が
新
た
に
公
刊
さ
れ
る
の
に
合
わ
せ
て
、
本
稿
も
、
増

訂
を
繰
り
返
す
必
要
が
で
て
く
る
。

(

6

)

中
島
比
「
唐
南
京
城
坊
孜
牧
載
人
物
究
書
」
〈
『
東
洋
史
苑
』
一
八
・

一
九
、
一
九
八
一
年
〉
、
同
「
唐
爾
京
城
坊
孜
牧
載
人
物
拾
遺
稿
」
(
『
東

洋
史
苑
』
一
一
六
・
二
七
、
一
九
八
六
年
〉
。
特
に
、
中
島
氏
の
後
者
の

研
究
は
、
『
千
唐
誌
菊
蔵
誌
』
を
核
に
、
各
種
の
石
刻
・
詩
文
を
博
授

し
た
上
で
、
居
住
者
の
一
覧
表
を
作
成
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
の

基
礎
を
な
す
業
績
で
あ
る
。

(

7

)

陳
久
怪
「
唐
東
都
洛
陽
坊
里
宅
第
補
」
〈
『
中
園
考
古
拳
研
究
l
夏
鼎

先
生
考
古
五
十
年
紀
年
論
文
集
』
一
九
八
六
年
〉
。

〈
8
)

趨
超
「
唐
代
洛
陽
城
坊
補
考
」
(
『
考
古
』
一
九
八
七
年
第
九
期
〉
。

(
9
〉
李
健
超
、
前
註
(
1
〉
「
増
補
唐
南
京
城
坊
考
(
西
京
部
分
〉
」
、
同

「
『
千
唐
誌
驚
綴
誌
』
絞
補
唐
雨
京
城
坊
」
(
『
西
北
大
暴
風
平
報
(
哲
皐

社
曾
科
皐
版
)
』
一
九
八
七
年
第
四
期
)
、
同
「
増
補
『
唐
雨
京
城
坊

考
』
(
上
・
下
〉
(
東
京
部
分
〉
」
(
『
河
洛
春
秋
』
一
九
九
一
年
第
一

期
・
第
二
期
)
。
な
お
、
李
健
超
氏
は
、
最
近
、
以
上
の
論
考
を
ま
と

め
て
『
増
訂
唐
南
京
城
坊
考
』
(
三
秦
出
版
社
、
一
九
九
六
年
二
月
〉

と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。

〈
m)
張
枕
石
「
唐
雨
京
坊
宅
補
遺
」
(
『
古
籍
整
理
輿
研
究
』
第
二
期
、

一
九
八
七
年
〉
。

(
日
〉
辛
徳
勇
『
惰
唐
爾
京
叢
考
』
(
一
一
一
秦
出
版
社
、
一
九
九
三
年
〉
一
五

六
J
六

O
頁。

(
ロ
)
閤
文
儒
・
閤
首
円
鈎
『
爾
京
城
坊
考
補
』
(
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九

八
二
年
〉
。

〈
臼
〉
布
目
湖
沼
・
妹
尾
達
彦
、
前
註
(
2
〉
「
唐
代
長
安
の
都
市
形
態
」
で

は
、
ほ
ぼ
徐
松
『
唐
南
京
城
坊
考
』
の
考
査
に
則
り
、

(
I〉隔、

(E)

大
明
宮
建
設
以
前
、

(E)大
明
宮
建
設
か
ら
興
慶
宮
建
設
ま
で
、

(
W〉

輿
慶
宮
建
設
か
ら
唐
末
ま
で
の
四
時
期
に
区
分
し
て
官
入
居
住
地
を
固

化
し
た
。
ま
た
、
、
吋
三
Z
E
r
o
ω
刊

p
a
a、H，
y
o
C
H
E
H
M
ω
u
B
R
B印

E

p
o
ω
三
mロ
晶
、
H
，

mロ
問
仏
一
吉
凶
凹
己

gu--U
固
な
円
。
江
町
内
ご
“
.2
。
¥hhH.Q-

a
d
S
ξ
・〉
-
H
-
切
巾

m-
冨同

-aSLug-
で
も
、
同
じ
時
期
医
分
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に
卸
し
て
右
の
論
稿
を
補
訂
し
、
改
め
て
官
入
居
住
地
の
綿
製
遜
を
固
化

し
て
い
る
。
本
稿
の
闘
で
は
、
妹
尾

「唐
雨
京
官
入
居
住
表
」
(
別
途

公
刊
橡
定
)
に
基
づ
い
て
、
右
拙
稿
の
困
の
全
面
的
な
増
訂
を
行
い
、

特
に
右
の

(N)興
廃
宮
建
設
か
ら
唐
末
ま
で
の
時
期
を
更
に
三
分
し

て
、
圃
4
興
鹿
宮
建
設
か
ら
安
史
の
飢
牧
東
ま
で
、
園
5
安
史
の
飢
枚

東
か
ら
敬
宗
治
世
ま
で
、
国
6
文
宗
即
位
か
ら
唐
末
ま
で
と
し
、
惰
-

唐
末
ま
で
を
通
し
て
六
つ
の
時
期
に
細
分
し
て
、
官
入
居
住
地
の
努
遜

を
よ
り
詳
細
に
通
覧
で
き
る
よ
う
に
作
図
し
直
し
た
。

(

M

)

大
奥
城
建
築
嘗
初
の
階
代
に
は
、
特
に
街
西
の
都
市
機
能
が
充
貸
し

て
い
た
こ
と
は
、
寺
観
数
の
七
割
弱
が
街
西
に
建
設
さ
れ
、
都
市
水
利

(
清
明
渠
・
永
安
渠
〉
の
整
備
が
街
西
か
ら
始
ま
る
こ
と
か
ら
も
、
裏

づ
け
ら
れ
る
。
布
目
潮
溺
・
妹
尾
前
註
(

2

)

「
唐
代
長
安
の
都
市
形

態
」
六
五
、
六
七
頁
参
照
。

(
日
〉
大
明
宮
建
築
の
祉
曾
的
影
響
に
関
し
て
は
、
妹
尾
達
彦

「唐
長
安
城

の
儀
雄
空
間
|
皇一
帝
儀
躍
の
舞
蓋
を
中
心
に

l
」

(
『
東
洋
文
化
』
七

二
、
一
九
九
二
年
〉
、
同
「
中
唐
の
大
明
宮
」
(
『
中
麿
文
拳
の
線
合
的

研
究
(
卒
成
六
・
七
年
度
科
察
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究

ω研
究
成

果
報
告
書
)
』
松
本
鐙
代
表
、
一
九
九
六
年
〉
で
鰯
皐
に
燭
れ
て
い
る
。

(
同
)
妹
尾
遼
彦

「唐
代
長
安
の
街
西
」
(
『
史
流
』

一一五、

一
九
八
四
年
〉

参
照
。

(
臼
〉
『
太
卒
庚
記
』
所
載
の
小
説
に
見
え
る
官
入
居
住
地
に
関
し
て
は
、

妹
尾
達
彦

「唐
代
後
牢
期
の
長
安
と
鱒
奇
小
説
|
『
李
娃
俸
』
の
分
析

を
中
心
と
し
て
|」
(
『
日
野
関
三
郎
博
土
煩
爵
記
念
論
集
|
中
園
の
制

度
、
祉
舎
、
文
化
史
の
諸
問
題
』
中
図
書
庖
、
一
九
八
七
年
)
に
所
枚

の
園
8

「唐
代
小
説
に
お
け
る
登
場
人
物
の
身
分
と
舞
肇
」
も
参
照
。

(
印
凶
)
賀
梓
城
、
前
註
(
5
〉
唐
長
安
城
歴
史
奥
唐
人
生
活
習
俗
|
唐
代
墓
誌

銘
札
記
之
二
|」

の
記
述
も
参
照
。

(
凹
)
辛
徳
勇
、
前
註
(
日
)
『
陪
唐
雨
京
叢
考
』
所
載
「
十
王
宅
粂
有
輿
寧

坊
地
」
二
五
J
二
六
頁
。
ま
た
、
布
目
潮
溺
「
唐
代
長
安
に
お
け
る
王

府

・
王
宅
に
つ
い
て
」
(
唐
代
史
研
究
舎
編
『
中
園
都
市
の
歴
史
的
研

究』

一
九
八
八
年
〉
一
一
九
頁
参
照
。

〈m
出
)
『
長
安
志
』
巻
六
、
永
嘉
坊
、
西
北
隅
涼
園
公
主
の
註
に
「
此
坊
、

惰
末
有
方
土
云
、
景
気
特
盛
。
自
武
徳
・
貞
観
之
後
、
公
卿
王
主
居
之

多
於
衆
坊
」
と
あ
り
、
容
宗
の
公
主
が
永
嘉
坊
で
死
去
し
た
事
例
も
載

せ
て
い
る
。
親
王
の
王
宅
が
街
東
北
部
に
多
く
分
布
し
て
い
た
こ
と

は
、
布
目
潮
湖
、
前
註
(
日
目
)
「
唐
代
長
安
に
お
け
る
王
府
・
王
宅
に
つ

い
て
」
一
二
三
頁
参
照
。

(
幻
〉
長
安
城
の
宣
官
の
居
住
地
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
な
記
述
で
は
あ

る
が
、
余
牽
背
『
中
園
官
官
制
度
史
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九

三
年
〉

二
七一

l
七
四
頁
で
も
倒
れ
ら
れ
て
い
る
。

(
沼
〉
来
庭
坊

(
H
2
〉
に
は
、
園
有
不
動
産
を
管
理
す
る
在
宅
司
が
置
か

れ
て
お
り
、
街
東
を
中
心
に
域
内
外
の
園
有
地
を
管
稽
し
て
い
た
の

で
、
大
明
宮
前
の
諸
坊
に
は
特
に
固
有
地
が
多
か
三
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
地
域
に
集
佳
す
る
宣
官
の
邸
宅
の
多
く
が
賜
宅
で
あ
る
の
も

そ
れ
を
裏
づ
け
る
。
加
藤
繁
「
内
妊
宅
使
考
」
(
同
著
『
支
那
経
済
史

考
設
』
上
、
東
洋
文
庫
、
一
九
五
二
年
、
原
載
一
九
二

O
年
〉
参
照
。

〈
お
)
保
全
「
唐
重
修
内
侍
省
碑
出
土
記
」
(
『
考
古
典
文
物
』

一
九
八
三
年

第
四
期
〉
を
参
照
。

(
M
〉
宣
官
の
権
力
掌
撞
過
程
に
関
し
て
は
、
王
欝
南
『
唐
代
宣
官
権
勢
之

研
究
』
(
正
中
書
局
、
一
九
七
一
年
〉
、
室
永
芳
三

「
唐
代
内
侍
省
の
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官
官
組
織
に
つ
い
て

l
高
品
層
と
品
官
・
自
身
層
」
(
『
日
野
開
三
郎

博
士
煩
寄
記
念
論
集
中
園
祉
舎
・
制
度
・
文
化
史
の
諸
問
題
』
中
園

書
庖
、
一
九
八
七
年
)
、
唐
長
講
「
唐
代
的
内
諸
司
使
及
其
演
獲
」
(
同

『
山
居
存
稿
』
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
〉
、
組
雨
祭
『
唐
宋
雛
革
期

之
軍
政
制
度
|
官
僚
機
構
輿
等
級
之
編
成
』
(
文
史
哲
出
版
社
、
一
九

九
四
年
〉
等
を
参
照
。

(
お
〉
斉
東
方
「
試
論
西
安
地
区
唐
代
墓
葬
的
等
級
制
度
」
(『紀
念
北
京

大
皐
考
古
専
業
三
十
周
年
論
文
集
一
九
五
二
|
一
九
八
二
』
文
物
出

版
社
、
一
九
九

O
年
〉
二
九
七

l
一一一

O
O頁。

(
お
〉
妹
尾
達
彦
「
唐
長
安
人
口
論
」
(
『
堀
敏
一
先
生
古
稀
記
念
中
園
古

代
の
園
家
と
民
衆
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
五
年
〉
五
七
六

i
七
八
頁
。

ハ
幻
)
妹
尾
達
彦
、
前
註
(
3
〉
『唐
代
長
安
・
洛
陽
城
の
城
郭
構
造
と
都
市

社
曾
史
の
研
究
』
第
二
章
の
圃
1
・
回

3
1圃
5
参
照
。

〈
勿
)
藤
本
氏
の
謬
註
は
、
富
-F
5
2
P
』耐え
Q
5
2
絵師

g
uE
h
a

¥ねた」町、
n
q
N
a
h
w
d
F
a
a
a
町内
hMM24RH苫
刷
、
お
Rhh・hw同丸町内
H
b
向
島

内、
v
S偽
札
ぬ
ま
な

humgh"町
内
町
内
丸
町
、
守
町
内
MH芯之内、
s
m
w
w
N
S
g
g
-

H
ν
R
F
H∞品目
-
H品
目
司
・
。
印
E
r
H
E
n
F
H
8
3
所
牧
の

冨

-HN052ι

校
訂
の
ア
ラ
ビ
ア
語
テ
キ
ス
ト
宅
一・
8
1∞∞・

に
基
づ
い
て
い
る
。
藤

本
瞬
間
次
氏
に
よ
り
『
シ
ナ
・
イ
ン
ド
物
語
』
と
書
さ
れ
た
こ
の
ア
ラ
ビ

ア
語
潟
本
は
、
一
六
七
三
年
に
シ
リ
ア
の
ア
レ
ッ
ポ
で
設
見
さ
れ
、

現
在
、
パ
リ
の
回

Z
F
D
P
2
5
Z
邑
o
E
Z
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

包
E
E
T
N
F
吋
Q
S刷
、
刷
主
『
歴
史
の
鎖
』
と
い
う
表
題
の
得
本
で
あ
り

(
自
由

-NN∞
C
、
一
一
九
九
年
か
ら
一
一
一

O
O年
に
か
け
て
手
骨
持
さ
れ
た

と
い
う
。
本
篤
本
は
、
九
世
紀
半
ば
の
朕
況
を
記
す
第

一
部
と
、
九
世

紀
末
の
唐
末
の
吠
況
を
記
す
第
二
部
か
ら
な
り
、
長
安
の
こ
と
を
記
す

本
文
引
用
の
箇
所
は
、
第
二
部
に
あ
る
(
藤
本
勝
次
誇
注
書
の
解
設
二

〈
O
H
・
H-C専
門
間
同

-
F
E・
5
8・
所
載
の
会
〉
匹
冨
円
曲
-
・
ω同ロ

当
白
」
・
出
宮
内
切
の
項
目
を
参
照
〉
。

本
史
料
の
こ
の
長
安
に
関
す
る
箇
所
は
、
早
く
か
ら
多
く
の
副
学
者
の

注
意
を
引
い
て
い
る
。
ま
ず
、
一
九
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
初
に
、

劉
復
氏
が
、

HW
-H
N
S
E円四
o
p
b沼町な司
H
b町
内
。
宮
誌
な
。
¥LSRHRRH苫札

(
り
と
諸
島

ε同

3
8
。h
h
S
Q
ヨ
ヨ
ミ
3
吋
3
2
S
F
語
、

E
H
e
S
H
H
。

HF。
柄
、
、
晶
、
同
両
立
与
魚
川
百
与
の
S
H
R
ミ
wHloロ円目。
P
H叶
ωω
・
の
英
謬

と
、
。
-HJHS口内戸戸、。ぃ
EhH偽
札
民
主
ぬ
、
円
hwbwR片品、
.RHt一句宮内白い官
一遺品詰

g
p
n
p
a
g
の
と
君
"
】
V
R
-
9
5
M
M
-
の
フ
ラ
ン
ス
語
謬
を
参
照

に
し
、

「蘇
莱
愛
東
遊
記
」
と
題
し
て
、
こ
の
書
の
一
部
の
漢
語
を
試

み
て
お
り
、
こ
の
箇
所
も
-
諜
さ
れ
て
い
る
〈
劉
復
「
蘇
莱
憂
東
遊
記

(
績
)
」
『
地
皐
雑
誌
』
中
華
民
園
二

O
年
第
三
期
、
一
九
三
一
年
、
四

四
七
頁
〉
。
ま
た
、
劉
銘
恕
氏
は
、
「
蘇
帯
保
愛
東
遊
記
詮
開
」
(
『
中
園

文
化
研
究
集
刊
』
第
四
袋
、
上
加
、
一
九
四
四
年
)
の
、
「
四
、
長
安

之
都
市
美
」
(
一
七
九
J
一
八
一
頁
)
に
お
い
て
、
劉
復
氏
の
漢
謬
本

を
引
用
し
て
、
長
安
の
都
市
構
造
を
考
察
す
る
に
際
し
て
の
こ
の
史
料

の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
何
ι唱
曲
三
国
・

ω会
主
将
氏
も
、

J
，
r
o
]国的同

U
B
R加
え
の
円
白
ロ
同
・
同
ロ
J

O
之
内
沼
崎
同
h

円
守
、
道
官
M
H
O
-

N・
5
8・句
-
E品
・
に
お
い
て
、
上
述
の
肘
-
F
E
E
o
p
k戸
号
な
ミ

k
f円
。
担
当
同
旬
。
¥
止
、
札
白

S
礼

9
3。

ε吋
目
。
足
。
宮
遺
書
偽
札

g

叫

3
2
S
F
E
宅

-gig-
所
載
の
英
語
-
課
を
引
用
し
て
い
る
。
た

だ、

ω
与
え
2
氏
は
、
以
上
の
篤
本
の
第
二
部
に
属
し
て
唐
末
の
紋
況

を
示
す
本
史
料
の
年
代
を
、
第
一
部
の
史
料
の
年
代
と
混
同
し
て
九
世
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紀
半
ば
の
状
況
を
指
す
と
誤
っ
て
い
る
。

な
お
、

こ
の
ア
ラ
ビ
ア
語
寓
本
色
町長
bHANNa叫
3bg刷
、

S
F
の
中
の

中
園
関
係
の
記
事
全
般
は
、
桑
原
陥
磁
氏
の
「
ア
ラ
ブ
人
の
記
録
に
見

え
た
る
支
那
」
と
題
す
る
、
大
正
二
一
年
(
一
九
二
三
)
の
京
都
大
準

特
殊
講
義
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
既
に
公
刊
さ
れ
て
い
た
上
記
の
ア
ラ
ビ

ア
語
原
典
の
フ
ラ
ン
ス
語

・
英
語
の
-
謬
文
に
基
づ
き
、
制
到
臨
す
る
中
園

側
漢
文
史
料
と
照
合
し
て
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
(
講
義
内
容

が
『
桑
原
隙
磁
全
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
庖
、
一
九
六
八
年
、
五
七
五

J
六
三

O
頁
に
所
枚
三
そ
の
時
の
講
義
の
際
に
、
本
文
引
用
箇
所
も
論

及
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
が
、
向
上
講
義
録
、
及
び
『
全
集
』

所
枚
の
諸
論
考
に
は
、
こ
の
箇
所
に
関
す
る
論
述
は
枚
録
さ
れ
て
い
な

h
v
 

(

m

却
)
菊
池
忠
純
氏
に
お
願
い
し
て
、
三
-MNaECLu
前
註
(
却
〉
見
氏
守

Ht
。、Nhn同

sdmvHRNha¥ぬ
と
旬
、
晶
、
な

h
b
w，
R
H
F
2
a
h
a
H
V
A
H
3
R
N
5

E
ま
と
え
ぬ
ミ

b
h
h
g
S
F
所
枚
の
同
N
a
E
E
校
訂
の
ア
ラ
ビ

ア
語
テ
キ
ス
ト
宅
-
∞
印

l
g
に
基
づ
き
(
こ
れ
は
、
藤
本
勝
次
氏
が
、

上
記
謬
註
の
際
に
底
本
と
し
た
テ
キ
ス
ト
と
同
じ
も
の
)
、
ア
ラ
ビ
ア

語
の
縛
寓
、
及
び
、
そ
の
逐
語
謬
を
作
成
し
て
い
た
だ
き
、
本
文
所
掲

の
藤
本
勝
次
氏
の
詩
書
を
も
と
に
、
菊
池
氏
の
謬
も
参
照
し
て
以
下
の

整
理
を
行
っ
た
。
菊
池
忠
純
氏
の
御
厚
一
意
に
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で

す。

(
鈎
〉
安
史
の
凱
後
も
、
長
安
城
が
開
元
・
天
資
期
に
匹
敵
す
る
繁
凪
揮
を
維

持
し
て
い
た
こ
と
は
、
堕
富
に
残
存
す
る
唐
末
の
詩
文
か
ら
明
瞭
に
窺

え
る
が
、
こ
の
慰
に
特
に
論
及
す
る
論
著
と
し
て
、
日
野
開
三
郎
『
同

東
洋
史
皐
論
集
第
一
七
巻
唐
代
邸
庖
の
研
究
』
会
二
書
房
、
一
九

九
二
年
、
原
著
一
九
六
八
年
)
、
何
ι耳
阻
止

一戸

ω口
Z
F
F
前
註
〈
お
〉

ε吋
Z
-
2
3
2目
白
問
。
r・5四
戸
口
3

・B
-
E
ω
I
H
S
-
妹
尾
達
彦
、

前
註
(
同
〉
「
唐
代
長
安
の
街
西
」
、
同
「
唐
代
長
安
の
庖
舗
立
地
と
街

西
の
致
富
諌
」
(
『
布
目
潮
楓
博
士
古
稀
記
念
論
集
東
ア
ジ
ア
の
法
と

紅
舎
』
汲
古
書
院
、
一
九
九

O
年
)
、
唐
長
孫
『
致
耳
目
南
北
朝
惰
唐
史

三
論
』
(
武
漢
大
皐
出
版
社
、
一
九
九
二
)
一
二
六
一
一
良
等
を
参
照
。

(
況
〉
桑
原
隙
蔵
「
蒲
欝
庚
の
事
蹟
」
『
同
全
集
』
第
五
巻
、
岩
波
書
広
、

一
九
六
八
年
(
原
著
櫓
補
版
の
出
版
は
一
九
二
五
年
〉
、
』
・

ωgsm巾グ

kg宮、
E
t忽詰

E
Q
ペ
・
足
立
礼

拘ミ
ミ民
g
b
h
a
(UE.垣
内
ミ
与

と
え
内
二
丈
崎
町
郎
、

3
句
戸
】
M
R
U
L
E∞・

H
H
E
J
H
}

(
担
〉
家
島
彦
一
「
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
シ
l
ラ
l
フ
系
商
人
の
交
易
ネ
ッ

ト
ワ
I

P
と
物
品
の
流
通
」
(
原
敏
『
深
井
晋
司
博
士
追
悼
シ
ル
ク
ロ

ー
ド
美
術
論
集
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
、
後
に
同
著
『
海
の

創
る
文
明
|
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
の
歴
史
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
三

年
、
八
六
J
一
O
八
頁
に
所
牧
〉
、
同
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
成
立
と
園

際
商
業
|
園
際
一
商
業
ネ
ッ
ト
ワ

l
p
の
努
動
を
中
心
に
』
(
岩
波
書
広
、

一
九
九

一
年〉。

(

m

品
)
冨
-HNorgEP
前
註
(
刊
却
〉

h
c
h
g
.
3
h
b旬

g
宮
崎
2
・E
5
宮、

N
S
降
、

Q
F
a
ミ

N
2
H
u
s
-
E
2
札
晶
、
号
、
同
室
内
、
品

H
b
p
h
b

〈

UFN・語、.

2
F
I
H
H
r
藤
本
勝
次
、
本
文
所
載
『
シ
ナ
・
イ
ン
ド
物
語
』
三
頁
。

(
担
〉
妹
尾
達
彦
「
唐
洛
陽
城
の
官
入
居
住
地
」
(
公
刊
抽
既
定
)
参
照
。

(
お
〉
こ
の
黙
に
関
し
て
は
、
妹
尾
達
彦
「
白
居
易
と
長
安
・
洛
陽
」
(
『
諮

座
白
居
易
研
究
』
第
一
巻
、
勉
誠
社
、
一
九
九
三
年
〉
二
八
六
頁
で
簡

単
に
鏑
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
「
唐
代
の
科
奉
制
度
と
長
安
の
合
格
儀

腫
」
(
『
律
令
制
|
中
園
朝
鮮
の
法
と
園
家
』
汲
古
書
院
、

一
九
八
六
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年
〉
も
参
照
。

(
お
)
唐
後
半
期
に
お
け
る
域
内
の
治
安
の
悪
化
と
、
そ
れ
に
封
態
す
る
治

安
機
構
の
再
編
成
に
関
し
て
は
、
室
永
芳
三
「
唐
長
安
城
の
坊
制
と
治

安
機
構
ハ
上
・
下
〉
」
〈
『
九
州
大
祭
東
洋
史
拳
論
集
』
二
、
一
九
七
四

年
、
同
四
、
一
九
七
五
年
〉
、
斗
Z
B曲目、
H

，E
F
R〈
o
-
Z
B
2
8
p

d
ロ
E
y
m
ロ
ロ
ロ
仏

b
o
由
民
巾

E-wr開
。
三
ロ
ロ
ロ
岡
山
口

L
O
円、吋同ロ問自

民
同
ロ
司
昨
日
同
包
件
。
r同ロ
m
〆ロョ

KHNH。コ
.S
E
N
D町
、
足
、
。
三
円
、

V

臣、同町内、

r

H

斗・

5
8・
を
参
照
。

(
幻
〉
布
目
潮
溺
・
妹
尾
達
彦
、
前
註
(
2
〉
「
唐
長
安
城
の
都
市
形
態
」
七

七
頁
、
同
、
妹
尾
達
彦
、
前
註
(
日
〉
食
、
H

，Z
C
H
Eロ
ω
u
B
g
g曲
目
ロ

任命

ω己
同
ロ
仏
叶
，

g
m
身
ロ

g
Z何
回

J
E・
H
a
1
3・
参
照
。

〈
犯
〉
長
慶
元
年
(
八
二
一
〉
、
江
州
司
馬
、
忠
州
刺
史
を
縫
て
長
安
に
婦

京
し
た
白
居
易
は
、
主
客
郎
中
〈
従
五
品
下
〉
と
な
っ
た
の
を
契
機

に
、
新
昌
坊

(
J
8
〉
に
新
居
を
構
え
た
。
新
昌
坊
の
自
宅
は
、
「
市

街
塵
不
到
、
ー
宮
樹
影
相
連
、
省
吏
嫌
坊
還
、
豪
家
笑
地
偏
」
(
『
白
居
易

集
築
校
』
巻
一
九
、
新
昌
新
居
書
四
十
韻
因
寄
元
郎
中
張
博
士
〉
と
あ

り
、
勤
務
先
の
大
明
宮
よ
り
遠
い
閥
黙
を
有
す
が
、
人
混
み
を
離
れ
た

閑
静
な
地
で
あ
る
利
黙
に
も
燭
れ
て
い
る
。
こ
の
例
の
よ
う
に
、
九
世

紀
前
半
に
な
る
と
、
従
来
、
大
明
宮
か
ら
離
れ
て
僻
遠
の
地
と
思
わ
れ

て
い
た
街
東
東
市
以
南
の
諸
坊
に
も
高
官
の
邸
宅
が
廉
が
っ
て
ゆ
く
よ

う
に
な
る
。

〈m
m
)

妹
尾
達
彦
、
前
註
(
日
〉
」
，
r
o
d
H
r
g
ω
3
5自
曲
目
ロ
任
命

ω口町

B
L
、H
，g
m
身

S
E
q・M
句・

5
N・
Em-P
問
、
前
註
(
日
〉
「
唐
代

長
安
の
街
西
」
七
l
一
O
頁。

〈
州
制
〉
馬
正
林
「
唐
長
安
城
線
鐘
布
局
的
地
理
特
徴
」
(
『
歴
史
地
理
』
三
、

一
九
八
三
年
〉
。

ハ
4
〉
長
安
城
東
市
を
核
と
す
る
盛
り
場
の
形
成
に
関
し
て
は
、
妹
尾
達
彦

「
唐
代
長
安
の
盛
り
場
〈
上
)
(
中
〉
」
(
『
史
流
』
二
七
、
三

O
、
一
九

八
六
年
、
八
九
年
)
、
問
、
前
註
(
鈎
)
「
唐
代
長
安
の
庖
舗
立
地
と
街

西
の
致
富
語
」
参
照
。

(
必
〉
唐
後
期
に
街
東
南
部
に
形
成
さ
れ
る
風
致
地
区
に
関
し
て
は
、
妹
尾

達
彦
、
前
註
(

2

)

「
唐
代
長
安
の
都
市
形
態
」
七
二
J
七
三
頁
、
同
、

前
註
(
お
)
「
唐
代
の
科
翠
制
度
と
長
安
の
合
格
儀
雄
」
二
五
九
頁
を
参

照。

(
必
〉
長
安
域
内
に
お
け
る
別
荘
分
布
に
関
し
て
は
、
妹
尾
逮
彦
、
前
註

(
お
〉
「
唐
代
長
安
の
街
西
」
一
一

t
七
頁
、
域
外
の
別
荘
分
布
に
関
し
て

は
、
同
「
唐
代
長
安
の
官
人
別
荘
」
〈
『
中
園
都
市
の
歴
史
的
研
究
』
万

水
書
房
、
一
九
八
八
年
〉
を
参
照
。
域
内
の
家
廟
に
関
し
て
は
、
甘
懐

具
『
唐
代
家
廟
躍
制
研
究
』
(
蔓
湾
商
務
印
書
応
、
一
九
九
一
年
〉
九

七
J
一
一
一
頁
に
詳
細
な
分
析
が
あ
り
、
一
覧
表
も
附
さ
れ
て
い
る
。

墓
地
の
立
地
に
関
し
て
は
、
先
述
の
妹
尾
達
彦
「
唐
雨
京
官
入
居
住

表
」
(
別
途
公
刊
珠
定
〉
を
参
照
。

〈
川
叫
〉
唐
後
期
の
長
安
城
街
西
に
庶
民
街
か
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
関
し

て
は
、
妹
尾
遼
彦
、
前
註
(
日
)
「
唐
代
長
安
の
街
西
」
、
問
、
前
註
〈

ω〉

「
唐
代
長
安
の
庖
舗
立
地
と
街
西
の
致
富
霞
」
、
向
、
前
註
ハ
ロ
〉
「
唐

代
後
半
期
の
長
安
と
惇
奇
小
読
|
『
李
娃
俸
』
の
分
析
を
中
心
と
し

て
|
」
四
八
八

i
九
一
頁
を
参
照
。

(
必
)
愛
宕
元
誇
註
『
唐
爾
京
減
坊
孜

庫
、
一
九
九
四
年
〉
二
九
七
頁
。

長
安
と
洛
陽
』

-73一

(
卒
凡
社
東
洋
文
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{
注
]
(
一
一
一
七
J
三
八
頁
の
表
1
の
注
)

①
士
口
岡
員
「
フ
ラ
ン
ス
極
東
風
平
院
議
唐
代
墓
誌
拓
本
紹
介
」
〈
『
庚
島
大

民
平
文
民
宇
部
紀
要
』
四
一
二
、
一
九
八
三
年
)

②
士
口
岡
員
「
『
千
唐
誌
資
臓
誌
』
墓
主
人
名
索
引
稿
」
(
『
庚
島
大
皐
東

洋
史
研
究
室
報
告
」
七
、
一
九
八
五
年
〉

池
田
温
「
〈
批
評
・
紹
介
〉
河
南
省
文
物
研
究
所
・
河
南
省
洛
陽
地

区
文
管
庭
編
『
千
唐
誌
驚
戯
誌
』
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
四
三
、
一

九
八
五
年
〉

吉
岡
員
「
『
千
唐
誌
資
蔵
誌
』
関
係
文
献
調
査
概
要
」
(
『
中
園
祉
舎

史
の
諸
相
』
動
草
書
房
、
一
九
八
八
年
)

③
高
橋
縫
男
「
中
閣
の
墓
誌
|
唐
代
を
中
心
に
」
(
『
東
洋
大
拳
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
一
二
、
一
九
八
七
年
)

④
吉
岡
員
「
『
曲
石
精
鹿
蔵
唐
墓
誌
』
叙
録
」
(
『
一
繭
大
史
皐
』
四
六
・

四
七
、
一
九
八
九
年
)

⑤
吉
岡
員
「
北
京
図
書
館
所
蔵
唐
代
墓
誌
拓
本
管
見
」
(
『
ア
ジ
ア
史
に

お
け
る
地
域
自
治
の
基
礎
的
研
究
」
卒
成
三
年
度
科
皐
研
究
費
補
助
金

縫
合
研
究

ω研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
九
二
年
)

{表
1
の
補
記
]

同
近
刊
階
唐
墓
誌
の
大
半
が
表
1
所
掲
の
資
料
集
に
牧
録
さ
れ
て
い
る

が
、
近
刊
の
階
唐
墓
誌
の
す
べ
て
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
謬
で
は
無
く
、

(b) 

主
要
な
墓
誌
資
料
集
に
限
定
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

本
表
の
作
成
に
際
し
て
、
上
記
の
注
の
諸
論
文
以
外
に
も
、
高
橋
縫
男

「
一
九
八

O
年
以
降
、
唐
墓
誌
を
中
心
と
す
る
石
刻
資
料
集
の
出
版
」

(
唐
代
史
研
究
舎
一
九
九
四
年
度
夏
期
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
配
付
の
研

究
報
告
資
料
〉
、
お
よ
び
、
吉
岡
田
県
『
近
刊
唐
代
墓
誌
拓
本
資
料
集
線

目
』
(
一
九
九
七
年
刊
行
預
定
〉
を
参
照
し
た
。
特
に
、
後
者
の
吉
岡
山

『
線
目
』
の
総
論
で
は
、
近
刊
の
唐
墓
誌
資
料
集
の
特
徴
が
詳
論
さ
れ

て
い
る
。

新
刊
の
唐
墓
誌
資
料
集
の
墓
誌
は
、

ω解
放
後
に
新
出
の
墓
誌
と
、

ω

解
放
前
出
土
の
拓
本
が
新
た
に
公
開
さ
れ
た
も
の
に
分
か
れ
る
。
吉
岡

氏
の
右
の
諸
論
文
に
お
い
て
、
近
刊
の
唐
墓
誌
の
中
に
、
既
に
羅
振

玉
・
容
仲
勉
等
氏
が
一
九
二

0
年
代
、
一
二

0
年
代
の
研
究
で
組
織
的
に

利
用
し
た
墓
誌
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る。

- 74ー

(c) (d) 

皐
術
誌
・
研
究
書
に
公
表
さ
れ
た
新
出
墓
誌
の
目
録
に
は
衣
の
二
種
が

あ
る
。
①
気
賀
津
保
規
「
中
園
新
出
石
刻
閥
係
資
料
目
録

ωJω
」

(ωlω
『
書
論
』
一
八
・
二

0
・
二
二
・
二
五
、
一
九
八
二
J
八
九

年、

ω『
富
山
大
皐
数
養
部
紀
要
』
一
一
四
|
二
、
一
九
九
二
年
)
。
世
間

唐
墓
誌
は
九
一
七
黙
を
枚
録
。
②
祭
麗
筆
編
集
・
王
世
民
校
訂
『
一
九

四
九

l
一
九
八
九
四
十
年
出
土
墓
誌
目
録
』
〈
中
華
書
局
、
一
九
九

三
年
)
。
階
唐
墓
誌
は
四
五
一
黙
を
牧
録
。



THE OFFENCE OF ４‘LACK OF FILIAL ＰＩＥＴＹ”不孝罪

　　　　　　　

IN THE QIN AND HAN LAWS

Wakae Kenzo

　　

In the Classic of Filial Piety 孝経（χiao-jing), a text used by many

dynasties as representing the idea of rule of the State, it is written that“In

the three thousand articles in Five-Punishments, there is no more serious

offence than the lack of filial piety 不孝.”Moreover, the tｅχtsof Shuihu-

di-Qinmu･zhujian睡虎地秦墓竹簡and the Zhang jiashan-Hanjian-zouyanshu

張家山漢簡奏漱書record ａ crime referred to as “the lack of filialpiety 不

孝”, and the assessment of the crime was death. From this it appears

that the sentence in the χiao-jing reflects the actual situation during the

Warring-States period.

　　

It was basically succeeded to the Later-Han dynasty. However, the

instances of application of this law decreased, especially after the reign of

Xuan-di宣帚，

　

Also, in the Later-Han period the crime of lack of filial

piety came to be considered as ａ much more mino「　offence.　In this

paper, I eχamine the background of this issue, and survey the course of

change of this crime from the Qin-Han period through to its establishment

as one of the “Shi-e 十悪”under the Tang Statutes 唐律(Tang-lii).

THE OFFICIAL RESIDENCES OF CHANGﾀAN

　　　　　　

IN THE TANG DYNASTY

Seo Tatsuhiko

　　

In recent years, more than four thousand new rubbings of o伍cials'

epitaphs, eχcavated mainly near Chang'an and Luoyang, have been publi-

shed consecutively.　These epitaphs have opened new areas of research not

only on the topic of the Tang capitals, but also on all aspects of Tang

studies. Using these, it is now possible to revise and enlarge the statements
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of the Tang-liaojing-chengfang-kao 唐雨京城坊考, which was written by

Xu Song 徐松in the Qin 清dynasty and stillremains as the most

important work on the Tang capitals.　This articleis an enlargement of

the Tang-liaojing-chengfang-kao.

　　

Using these new sources,it has become clear that an ｏ伍cialgentry

zone was establishedin the eastern part of Chang'an. With the transfer

of the politicalstage from the Taiji-palace太極宮to the Daming-palace

大明宮, it was formed. Many officialsmoved to the north and central part

of the East City, particularlyafterthe construction of the χingqing-palace

興慶宮.

　　

With the formation of an ｏ伍cial gentry zone in the East City, a

commoners' zone developed in the West. The East Market and the West

Market became the centers of respective zone. The East Market together

with several surrounding wards became the midtown area, which served as

the commercial, financialand information center, as well as the amusement

quarter of the city. The West Market functioned as the center of popular

commerce.

　

Functional specializationdeveloped around these two characte-

risticMarkets in Chang'an,

　　

There are several reasons　for the concentration　of ｏ伍cial　gentry

residences in the central part of the East City:(1) Accessibility to the

outside wall and the East Market made this area attractive. It was,

moreover, located not far from the palace. (2) Land value near the Market

had already risen during the reign of Wu-Zetian 武則天(690-705), and

ofEcials sought cheaper residences a littleremoved from the Market. As

ａ result,an ｏ伍cial residence zone developed to the south of the East

Market. (3) It was also widely held at that time that this area was an

auspicious area of the city according to Chinese geomancy.

　　

(4) Last and most importantly, this area comprised Yueyouyuan Hill

楽遊原, one of the two highest areas in the city. The second highest area

was

　

that

　

occupied

　

by

　

the

　

Daming-palace, constructed　in　662.　This

gravitation toward high places was due to the numerous 日oods which

afflictedthe lower areas of Chang'an、primarily after the middle of the

Tang period. It is clear that the West City was the lower area of the

city, whereas the central　part of the East City, where many　ｏ伍cials
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lived in the late Tang period, comprised the highest areas. As for the

two hillsin the East City, the northern one was occupied by the emperor

and the central one was developed mainly by officials.

THE CULT OF HEAVEN AND THE IMPERIAL ANCESTRAL

　

CULT IN THE LATTER HALF OF THE TANG DYNASTY

Kaneko Shuichi

　　

In this paper l eχamine the changes of the Cult of Heaven　（in the

Suburban Sacrifices) and the Emperors' Ancestral Cult （in the Ancestral

Temple) during the latter half of the Tang dynasty. My results are as

follows:

　　

In the mid-Tang period, Xuan-zong玄宗initiated the serial rites of the

Taiqing-palace太清宮(Laozi-temple), the Ancestral Temple and the first

Suburban Sacrifices. De-zong徳宗performed these serial rites in the first

month of the year following his accession to the throne. Following this

precedent, each　emperor performed the succession -to-the-neχt-year serial

rites. De-zong proclaimed his era name on New Year's Day, and granted

ａ general amnesty on the day of the Suburban Sacrifice. Mu-zong穆宗，

however, proclaimed his era name and granted ａ general amnesty both on

the day of the Suburban Sacrifice. Yi-zong f§宗performed the succession-

to-the-neχt-year serial rites on the day of the winter solstice, and also

proclaimed his era name on that day.

　　

In ｓｕｍ。the succession-to-the-neχt-year serial rites were established in

the latter part of the Tang dynasty. These rites appealed in particular to

the citizens of the Tang capital, Chang'an. In the Southern Dynasties,

many emperors had performed the Suburban Sacrifices and the rites of the

imperial Ancestral Cult regularly. However, under the Tang, these rituals

were transformed to high festivals which many emperors in the latter

half of the Tang performed only one time during each reign. The imperial

rites were transformed to secular festivals through the period of the Tang

dynasty｡
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